
 

 
 

 

申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）は利用環境に条件があるため、パソコン環境によって

はご利用できない場合があります。その場合はお手数ですが、Excel様式（マクロ機能なし）又はＰＤＦ

様式を機構ホームページからダウンロードして作成してください。 

 

 

 

作成方法 
申請書をExcel様式（マクロ機能なし）又はＰＤＦ様式で作成される方は、こちらの「作成方法」を参

考に以下の手順で作成してください。 

 

作成手順① 

○障害者雇用状況等報告書（Ⅱ）の作成  

申請対象期間に雇用されていた障害者の障害の

状況及び労働時間等を事業所ごとに記入 

 

 

作成手順② 

○障害者雇用状況等報告書（Ⅰ）の作成       

申請対象期間の各月における常用雇用労働者数

及び各障害者数を事業所ごとに記入 

 

 

                         

作成手順③ 

○報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給

付金支給申請書又は特例給付金支給申請書の作成 

事業主情報、事業所ごとに記入した報告書（Ⅰ）

の集計数及び申請額等を記入 

 

 

 

 

 

 

作成した「申請書」、「報告書（Ⅰ）」、「報告書（Ⅱ）」 

各２部（正、受付窓口控）及び添付書類１部（対象 

事業主のみ）を各都道府県申告申請窓口に提出します。 

 

Excel様式（マクロ機能なし）又は PDF様式による 

申請書の作成方法（報奨金、特例給付金） 

 

申告申請書作成支援シート（マクロ機能付き）をご活用いただくと簡単に申請書が作成できま

す。ご利用可能な環境の事業主様はぜひご活用ください。 

作成後は必ず内容をチェック！ 

 



報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書 
特例給付金支給申請書 

作 成 方 法 
（Excel様式（マクロ機能なし）またはＰＤＦ様式） 
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※報告書（Ⅰ）、（Ⅱ）のその他の記入例については、「記入例」をご覧ください。 

 
○ 正式名称の略語について   作成方法の中で用いている略称の正式名称は次のとおりです。 

 

記入説明書 ····························· 令和４年度 障害者雇用納付金制度申告申請書 記入説明書 

   特例報奨金 ····························· 在宅就業障害者特例報奨金 

申請書 ································· 報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書 又は 

                     特例給付金支給申請書 

報告書（Ⅰ） ··························· 障害者雇用状況等報告書（Ⅰ） 

報告書（Ⅱ） ··························· 障害者雇用状況等報告書（Ⅱ） 

短時間以外の常用雇用労働者 ·············· 短時間労働者以外の常用雇用労働者 

法 ····································· 障害者の雇用の促進等に関する法律 

施行規則 ······························· 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 

機構 ··································· 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

各都道府県申告申請窓口 ·················· 各都道府県支部高齢・障害者業務課（東京・大阪は高齢・障害者窓口ｻｰﾋﾞｽ課） 

目 次 



作成手順１ 報告書（Ⅱ）の記入の仕方 （【記入例】：P６～８参照） 
１ 原則として事業所ごとに作成しますが、複数の事業所をまとめて記入することもできます。この場
合には、事業所名称欄に「○○株式会社本社外３事業所」のように事業所数がわかるように記入します。 

  認定を受けた特例子会社等については、特例子会社等ごとに作成します。 
 
２ この報告書は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで）において常時雇用して
いた身体障害者、知的障害者及び精神障害者について記入します。 

 
３ ［短時間労働者以外の常用雇用労働者用］には、短時間労働者以外の常用雇用労働者である身体障
害者、知的障害者及び精神障害者について記入し、［短時間労働者用］には、短時間労働者である身体
障害者、知的障害者及び精神障害者について記入します。それぞれ様式が異なりますので、よく確認の
うえ、使用してください。 

   なお、特例給付金を申請する場合は[特定短時間労働者用]に、常用雇用労働者に該当しない週労働時
間が 10 時間以上 20 時間未満の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用障害者について記入しま
す。 

 
① 事業主番号 

機構から付与された 10桁の事業主番号のうち前「６桁」を記入します。 
初めて申請等を行う事業主で番号が不明な場合は、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせくださ

い。 
 
②-(ｲ) 事業所別連番 
  一事業所単位で「001」、「002」のように連番で記入します。同一事業所にかかる報告書(Ⅱ)の枚数
が２枚以上になる場合もすべて同一の事業所別連番号を記入します。 

  なお、一事業所のみの場合であっても「001」と記入します。「000」ではありません。 
 
②-(ﾛ) 名称 

名称は略称を使用しないで正式な名称を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 
 
②-(ﾊ) 算定基礎日 
    各月の労働者（雇用障害者である者を含む。）数を把握する日をいいます。 
    各月の算定基礎日に雇用（在職）していた労働者数が、各月の労働者数となります。 
   ※例えば、算定基礎日を「１日」とすると、４月欄には４月１日時点に在職していた労働者数を計 

上します。 
    算定基礎日は、毎月初日又は賃金締切日（賃金締切日が複数ある場合には、初日に近い賃金締切日）
とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の数を把握できる日としても差し支えありませ
ん。 

    各月の初日を算定基礎日とした場合は、「1 日」と記入します。各月の初日によらず各月の賃金締切
日又は常用雇用労働者の数を把握できる日を算定基礎日とした場合はその日を記入し、その日が末日の
場合は「31日」と記入します。 

  この場合の例として、算定基礎日が 31日の場合、離職日が４月 30日の労働者は、離職日は在職して
いるため、4 月の労働者としてカウントし、離職日が４月 29日の労働者は算定基礎日に在職していない
ためカウントしません。 

  なお、算定基礎日を賃金締切日とした場合であっても、あくまでも賃金締切日に在職しているか否か
をカウントの判断基準とし、賃金受領者数をカウントするわけではないことにご注意ください。 

    また、算定基礎日はすべての事業所で同一となります。年度の中途で算定基礎日が変更となる場合は、
機構ホームページに掲載している「Ｅｘｃｅｌ様式（マクロ機能なし）又はＰＤＦ様式による申告申請
書の記入例」をご確認ください。 

 
③-(ｲ) 障害者の氏名 
    身体障害者、知的障害者及び精神障害者の氏名を左づめカタカナで記入します。濁点、半濁点は 1枠
とし、姓と名との間は 1 枠あけて記入します。氏名が 10 枠を超えるときは 10枠までを記入します。 

 
③-(ﾛ) 性別 
  性別に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 

男＝１ 女＝２ 
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③-(ﾊ) 生年月日 
生年月日を記入します。 

  (ﾊ)、(ﾆ)、(ﾁ)、(ﾘ)、(ﾇ)、(ﾙ)、(ｦ)及び(ﾜ)欄の元号には、元号に応じ次表の区分に該当する数字
を記入します。 

明治＝１ 大正＝２ 昭和＝３ 平成＝４ 令和＝５ 
 
③-(ﾆ) 手帳番号 
    身体障害者手帳、療育手帳等及び精神障害者保健福祉手帳の番号を記入します。 
  なお、精神障害者保健福祉手帳の番号を記入した場合のみ、手帳の有効期限（元号・年・月・日）

を記入します。 
 
③-(ﾎ)-(a),(ﾍ)-(a),(ﾄ)-(a) 障害者の確認 
  障害者の範囲と確認方法の詳細については、必ずＰ28～Ｐ31 をご確認ください。確認方法に応じ区
分に該当する記号を記入し、身体障害者であって「Ａ」に該当する場合は当該身体障害者手帳の交付番
号を、知的障害者であって「Ｄ」に該当する場合は当該療育手帳等の交付番号を、精神障害者にあって
は「Ｐ」、「Ｑ」、「Ｒ」のいずれかを記載するとともに当該精神障害者保健福祉手帳の交付番号を(ﾆ)
欄に記入します。 

 
③-(ﾎ)-(b) 身体障害者の等級 
・当該年度内に身体障害の障害等級に変更がなかった場合はその障害等級を上欄に記入します。 
・当該年度内に障害等級に変更があった場合は変更前の障害等級を下欄に、変更後の障害等級を上欄に
それぞれ記入し、③-(ﾙ)年度内等級変更年月日に変更日を記入します。 
・再認定等により身体障害者に該当しなくなった場合は、③-（ﾙ）年度内等級等変更年月日に該当しな
くなった日を記入し、③-（ﾎ）-（b）身体障害者等級の下欄に変更前の等級、上欄には「９（障害取消）」
を記入します。 
・特定短時間労働者については、当該項目を入力する必要はありません。 

 
③-(ﾍ)-(b) 知的障害者の程度 
・当該年度内に知的障害の程度に変更がなかった場合は上欄にその知的障害の程度を次表の区分に応じ
該当する数字を記入します。 
・当該年度内に知的障害の程度に変更があった場合は下欄に変更前の知的障害の程度を、変更後の知的
障害の程度を上欄に次表の区分に応じそれぞれ該当する数字を記入します。 
・再判定等により知的障害者に該当しなくなった場合は、③-（ﾙ）年度内等級等変更年月日に該当しな
くなった日を記入し、③-（ﾍ）-（b）知的障害者程度の下欄に変更前の程度、上欄には「９（障害取消）」
を記入します。  

 ・特定短時間労働者については、当該項目を入力する必要はありません。 
重  度＝１ 重度以外＝２ 

 
③-（ﾄ）-（b） 精神障害者の程度 
 ・当該年度内に精神障害の程度に変更がなかった場合は、上欄にその精神障害の程度「１（精神障害）」
を記入します。 

 ・当該年度内に手帳の更新を行わず、手帳の有効期限が切れている場合は、③-（ﾆ）手帳番号の下欄に
有効期限の日付を記入してください。転出日への記入は必要ありません。 

 ・手帳の有効期限内に精神障害者に該当しなくなった場合は、③-（ﾙ）年度内等級等変更年月日に該当
しなくなった日を記入し、③-（ﾄ）-（b）精神障害者程度の下欄に「１（精神障害）」、上欄には「９
（障害取消）」を記入します。 

 ・特定短時間労働者については、当該項目を入力する必要はありません。 
 
③-(ﾁ) 雇入れ年月日 
    雇い入れた年月日を記入します。なお、精神障害者である短時間労働者の場合において、同一事業主 
に現在の雇入れ以前にも別の雇用契約で採用されていた場合は、その直近の雇入れ日を記載します。同 
一事業主には、子会社特例、関係会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主も含まれます。 

 
③-(ﾘ) 転入年月日 
・当該年度内において当該企業の他の事業所から転入した身体障害者、知的障害者又は精神障害者につ
いて、転入年月日及び転入前の事業所名等をそれぞれ記入します（転出入の例 No1 参照）。 
・年度内に短時間以外の常用雇用労働者から短時間労働者へ、又は短時間労働者から短時間以外の常用
雇用労働者に変更となった場合、年度の中途で常用雇用労働者以外から常用雇用労働者になった場合は
その変更日を記入します（転出入の例 No２、３、４参照）。 
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・年度内に障害の区分（身体・知的・精神）に変更があった場合は、その変更日を記入します。 
・申請対象年度の中途に算定基礎日が変更になった場合は、変更後の月の初日を記入します。 
・申請対象年度の中途に新規設立した事業主は、申請対象の月（設立の月の翌月）の初日を記入します
（転出入の例 No5参照）。 

 
転出入の例 

 
N o 
 
 

 
 事 例   

 
 

 
事業所連番、 
[常用・短時 
間の別（※）] 

 
雇 入 れ 
年 月 日 

 

 
転入年月日 

 
 

 
転 入 前 の 
事業所名等 

 

 
転出年月日 

 
 

 
転 出 先 の 
事業所名等 

 
 
1 
 
 
 

 
R3.6.1付け 
本社（事業所別連番001）から埼玉

支店（事業所別連番002）へ転出し

た常用の場合 

 
001[常用] 

 
H 7. 7. 1 

 
－ 

 
－ 

 
R3. 5.31 

 
埼玉支店へ 

 
002[常用] 
 

 
H 7. 7. 1 

 

 
R3. 6. 1 

 

 
本社から 
 

 
－ 
 

 
－ 

 

 
2 
 
 

 
R3.7.1付け 
本社（事業所別連番001）内で 
常用から短時間へ変更の場合 

 
001[常用] 

 
H10. 9. 1 

 
－ 

 
－ 

 
R3. 6.30 

 
短時間へ 

 
001[短時間] 

 
H10. 9. 1 

 
R3. 7. 1 

 
常用から 

 
－ 

 
－ 

 
3 
 
 

 
R3.7.21付け 
本社（事業所別連番001）内で 
短時間から常用へ変更の場合 

 
001[短時間] 

 
H13. 5. 1 

 
－ 

 
－ 

 
R3. 7.20 

 
常用へ 

 
001[常用] 

 
H13. 5. 1 

 
R3. 7.21 

 
短時間から 

 
－ 

 
－ 

 
4 
 
 
 

 
R3.9.15付け 
本社（事業所別連番001）内で 
雇用契約の変更により対象外から 
短時間へ変更の場合 

 
001[短時間] 
 
 
 

 
H23. 9. 1 

 
 
 

 
R3. 9.15 

 
 
 

 
対象外から 
 
 
 

 
－ 
 
 
 

 
－ 
 
 
 

 
5 
 
 

 
R3.8.1付け新規設立 
同日付け本社（事業所別連番001）
で 
常用雇入れの場合 

 
001[常用] 
 
 

 
R3. 8. 1 

 
 

 
R3. 9. 1 

 
 

 
新規設立 
 
 

 
－ 
 
 

 
－ 
 
 

 
6 
 

 

 
R4.8.1事業廃止 
本社（事業所別連番001) 
常用の場合 

 
001[常用] 
 
 

 
H16.10. 1 

 
 

 
－ 
 

 

 
－ 

 
 

 
R4. 7.31 

 
 

 
廃止 

 
 

※常用：「短時間以外の常用雇用労働者」、短時間：「短時間労働者」 
 
③-(ﾇ) 年度内に身体障害者又は精神障害者となった年月日 
・当該年度内において身体障害者又は精神障害者となった者について、当該身体障害者又は精神障害者 
となった年月日を記入します。 
・精神障害者である短時間労働者の場合に申告申請する場合は、初回に精神障害者保健福祉手帳が交付 
された日を記入します。なお、知的障害者として申告申請していた者で、発達障害を理由に精神障害者 
保健福祉手帳の交付を受けている者は、知的障害者として判定された日を記入します。 

 ※年度内に知的障害者となった者の場合は、雇入れ日に遡って障害者として取り扱います。 
 
③-(ﾙ) 年度内等級等変更年月日 
  当該年度内において障害等級に変更があった身体障害者又は知的障害の程度に変更があった知的障
害者について変更があった年月日を記入します。 

 
③-(ｦ) 離職年月日 
  ・当該年度内において離職した場合は、その年月日を記入します。 
    なお、当該年度内において役員となり雇用保険の被保険者でなくなった場合もこの欄に記入します。 
 ・精神障害者である短時間労働者の場合においては、同一事業主に現在の雇入れ以前にも別の雇用契約 
で採用されていた場合は、その直近の雇入れに係る離職日を記載します。同一事業主には、子会社特例、 
関係会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主も含まれます。 

 
③-(ﾜ) 転出年月日 
・当該年度内において当該企業の他の事業所へ転出した身体障害者、知的障害者又は精神障害者につい
て、転出年月日及び転出先の事業所名等をそれぞれ記入します（転出入の例 No１参照）。 
・年度内に短時間以外の常用雇用労働者から短時間労働者へ、又は短時間労働者から短時間以外の常用
雇用労働者に変更となった場合は、その変更日の前日を、常用雇用労働者に該当しなくなった場合は、
その前日を記入します（転出入の例 No２、３、４参照）。 
・年度内に障害の区分（身体・知的・精神）に変更があった場合は、その変更日の前日を記入します。 
・申請対象年度の中途に算定基礎日又は除外率が変更になった場合は、変更前の月の末日を記入します。 
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・申請対象年度の中途に事業を廃止した事業主（合併による廃止の場合、合併の日を廃止の日とします。）
は、廃止の月の前月の末日を記入します（転出入の例 No６参照）。  

  
③-(ｶ) 手帳の確認 
 障害者手帳等（写）の提出が必要な以下の障害者のみチェックを記入のうえ、手帳等（写）を添付
します（下記「４ 添付書類の提出」参照）。 
・申請対象期間(令和３年４月～令和４年３月)に新たに雇用した障害者、新たに障害者となった労働者
（平成 26 年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者であって、今回、新たに報奨金等の申請
対象となった障害者である労働者を含みます。）、障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更
のあった障害者、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者。 
・令和４年度に初めて申請する場合は、全員分。 
※平成 26 年度以降提出した手帳等（写）については、変更がない場合は改めて提出する必要はありま
せん。 

 
③-(ﾀ) 所定労働時間変動の有無  

月の所定労働時間が変動する身体障害者、知的障害者又は精神障害者について、チェックを記入しま
す。 
※詳細については、必ず記入説明書「ＳＴＥＰ２雇用障害者の総数の把握」のステップ１及びステップ
２をご確認ください。 

 
③-(ﾖ) 所定労働時間及び実労働時間  
・申請対象期間の月ごとの所定労働時時間及び実労働時間を記入します（１時間未満の端数は切り捨て）。 
・所定労働時間には、就業規則及び雇用契約書等で定められた月毎の労働時間を記入します。 
・実労働時間には、月毎の実際の労働時間及び合計時間を記入します。なお、実労働時間が所定労働時
間と同じ場合も記入します。 
・所定労働時間が変動する（上記③-(ﾀ)でチェックを入れる）場合は、所定労働時間及び実労働時間は
年間の合計時間数のみ記入します。 
※詳細については、必ず記入説明書「ＳＴＥＰ２雇用障害者の総数の把握」をご確認ください。 

 
○ 作成葉数 
    事業所ごとの作成葉数(短時間労働者用及び特定短時間労働者用がある場合はそれも含む｡)(頁数) が
２枚以上となるときは、( － )内に葉数を記入します。(例)作成葉数２葉のとき１葉目を(２-１)、
２葉目を(２-２)とします。 

 
４ 添付書類の提出 
 申請書の添付書類である「障害者雇用状況等報告書（Ⅱ）」に記載された雇用障害者に関する以下
の（１）及び（２）の書類を添付してください。 

 
 （１）労働時間の状況を明らかにする書類 
  申請対象期間の給与の支払額等がわかる次のいずれかの書類 
   ○ 令和３年分給与所得に係る源泉徴収票(写)又は源泉徴収簿(写) 
   ○ 令和３年４月～令和４年３月の労働時間に対応する賃金台帳（写）又は毎月の賃金の支払状況 

が確認できる資料 
   ○ 令和３年度給与支給額報告書（※機構ホームページからのダウンロード可） 
   (注意) 上記書類における雇用障害者に支払われた賃金により、報告書（Ⅱ）の労働時間の妥当性

について確認いたします。また、上記書類だけでは妥当性が確認できないとき（休職・傷病欠
勤を認めている場合、賃金の減額特例を受けている場合等）は、法第５２条に基づき、追加書
類（就業規則や雇用契約書等の勤務状況等が確認できる書類、減額特例許可書等）をご提出い
ただく場合がありますので、ご了知下さい。 
なお、該当する雇用障害者がいる場合は、申請時に追加書類を提出頂いても構いません。 

  
 （２）障害の種類・程度を明らかにする書類 
    

＜提出が必要な事業主＞ 
① 平成 26 年度以降、初めて報奨金等を申請する事業主 
② 平成 26 年度以降、障害者雇用調整金、報奨金又は特例給付金を申請し、当該申請に係る障害者の

本書類を提出した事業主のうち、令和３年４月から令和４年３月までの期間において、次のａ～
ｄに該当する障害者がいる事業主 
ａ 新たに雇用した障害者 
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ｂ 新たに障害者となった労働者（平成 26年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者で 
あって、今回、新たに報奨金等の申請対象となった障害者である労働者を含みます。） 

ｃ 障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更のあった障害者 
ｄ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者 

 
   ※平成 26年度以降提出した手帳等（写）については、変更がない場合は改めて提出する必要はありま 

せん。 
 
   ＜提出書類＞ 
   該当する雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする次のいずれかの書類（P28～31参照） 
   ○ 身体障害者手帳等(写)、指定医の診断書(写)など 
   ○ 療育手帳等（写）、知的障害者判定機関の判定書(写)など 
   ○ 精神障害者保健福祉手帳(写) 
   上記確認書類については、報告書（Ⅱ）に記入した氏名順に編纂して添付していただきますよ 

うご協力をお願いします。 
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者
は

知
的
障
害
者
と

し
て

定
さ
れ
た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
）
離

職
年
月

日

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入
れ

に
る
離
職
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入
れ
に

る
離
職
日
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

せ
て
、
同
一
事
業
主
に

在
の

入
れ
以
前
に
も

別
の

用
で

用
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、

に
そ
の

の

入
れ
に

る
離
職
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
同
一
事
業
主
に
は
、

会
社

特
例
、

会
社
特
例

は
特
定
事
業
主
特
例
の
適
用
を

け
い
て
る

事
業
主
も
含
ま
れ
ま
す
。

（
チ
）
、
（

）、
（

）に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
短
時
間
労
働

者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
が
あ
る
場
合
、
必

記
入
を
し
て
く
だ

さ
い
。

（
前
）の

記
入
欄
は
、
以
前
の

用
が
短
時
間
で
な

っ
た
場
合
も

記
入
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
以
前
の

用
で

用
さ
れ
て
い
た
期
間
に
お
い
て
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所

し
て
い
な

っ
た
場
合
、
（前

）
の
記
入

欄
に
は
記
入
し
ま
せ

。

【記
入

例
】

短
時

間
以

外
の

用
用

労
働

者
用

様
式
１
０
３
号

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
(
Ⅱ

)
［

時
間

労
働

者
以

の
用

雇
用

労
働

者
用

現
現

現

前
前

前

現
4

7
4

1
現

有
効

期
限

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

現
3
51

4
1

現
5

3
12

31
有

効
期

限
5

5
3
31

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

現
4

5
4

1
現

有
効

期
限

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

有
効

期
限

か
ら

へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

（
－

）

D
1

4
10

7
1

P
1

D
1 2

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
４
年
3
月

令
和
３
年
９
月

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

計計

1
87
2

1
87
2

計

1
56
0

1
56
0

計計

1
87
2

1
87
2

1
31

埼
玉

支
店

30

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

3
月

5
4

15
2

16
0

9

3

①
事

業
主

番
号

1
2

3
4

5
6

1
(
ﾛ
)

名
称

幕
張
建

設
株
式
会
社

本
社

(
ﾊ
)

算
定
基
礎
日

31
日

② 事 業 所

(
ｲ
)

事
業

所
別

連
番

0
0

1

(
ﾜ
)
転
出
年
月
日

2

③ 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者

手 帳 の 確 認

カ

タ 所 定 労 働

時 間 変 動 の 有 無

(
ｲ
)

(
ﾛ
)

性 別
（

カ
タ

カ
ナ

で
記

載
）

キ
ン

年
月

(
b
)

度

元 号
日

(
a
)

確 認

1
40
0

1
40
0

日

氏
名

(
ﾊ
)

生
年
月
日

(
ﾆ
)
手
帳
番
号

（
ﾎ
）
身

体
障
害
者

（
ﾍ
）
知

的
障
害
者

（
ﾄ
）
精

神
障
害
者

(
ﾇ
)
年
度
内
に
身
体

障
害
者
又
は
精
神

障
害
者
と
な
っ
た

年
月
日

(
ﾙ
)
年
度
内
等
級
等

変
更
年
月
日

(
ｦ
)
離
職
年
月
日

(
ﾁ
)
雇
入
れ
年
月
日

(
ﾘ
)
転
入
年
月
日

元 号
年

月
日

元 号
年

月
日

月
日

転
出
先
の

事
業
所
名
等

A
1

元 号
年

元 号
年

日

3

年
月

(
a
)

確 認

(
b
)

度
月

(
b
)

等 級

元 号 5
3

47
7

17
25
68
3

タ
ロ

ウ

年
日

元 号
転
入
前
の

事
業
所
名
等

月
日

有
効

期
限

元 号
年

月
(
a
)

確 認

月
毎

の
実

労
働

時
間

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月 15
2

ウ
フ

1
3

☐
ノ

1
3

55
3

5
56
98

タ
ロ

ウ
☐

☐
コ

ヨ
ウ

15
2

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年
1
月

16
0

15
2

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
４
年
3
月

15
2

月
毎

の
実

労
働

時
間

15
2

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年
1
月

令
和
４
年
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

16
0

15
2

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

1
3

27
10

10
12
68

12
34

ウ
コ

ウ
タ

チ
ロ

ウ

15
2

月
毎

の
実

労
働

時
間

15
2

申
告

・
申

請
年

月

☐
☐

カ
イ

カ
゛

ン
イ

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

3

16
0

15
2

ロ

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

12
18

令
和

３
年

４
月

令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

5
3

16

☐
☐

1
4

☐
☐

コ
ウ

シ
ョ

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

月
毎

の
実

労
働

時
間

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

2
1

令
和
４
年

3
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

6

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

昭
和
＝
３

平
成
＝
４

障
害
確

認
「
Ｄ
」
の
場
合
、
療
育
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身

体
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者

の
場
合

、
「
有
効

期
限
」
は
不

要
。
）

算
定

基
礎

日
に
離

職
し
た
場

合
は

、
そ

の
月
の
カ
ウ
ン
ト
に
含
み
ま
す
。

ご
不
明

な
場

合
は
、
各
都
道
府
県
申
告
申
請
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
事

業
所

に
つ
き
報

告
書

(Ⅱ
)が

２
枚

以
上

あ
る
場
合

も
す
べ

て
同

一
の
番

号
を
記
入
し
ま
す
。

３
級

ら
１
級
へ
の

等
級
の

。
付
の
手
帳

付
年
月
日
が

月
３
０
日
の
場
合
は
、

月
以

は
身
体
障
害
者
に
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。

除
外

率
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
事

業
所
は

ま
と
め
て
記
入
で
き
ま
す
。

（
例
）

○
○
株
式
会
社

本
社

他
３
事

業
所

算
定
基
礎
日
が
各
月
の
末

日
の
場

合
は
３
１
日
と
記
入
し
ま
す
。

障
害
者
手
帳
等

（
写
）
を
添
付
し
て
い
る
障
害
者

は
、
当
該

欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
ま
す
。

（
添
付
書
類

の
提
出
が
必
要
な
事

業
主
に
限
り
ま
す
。
）

※
平
成
2
6
年

度
以
降
提
出
し
た
手
帳
等
に
つ
い
て
は
、
変

更
が
な
い
場

合
は
改
め
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

姓
と
名

と
の
間
は
１
枠
あ
け
ま
す
。

男
＝
１

女
＝
２

障
害
確
認
「
Ａ
」
の
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者
の
場
合
、
「
有
効
期
限
」は

不
要
。
）

所
定

労
働
時

間
及
び
実

労
働
時
間

に
つ
い
て
は
、
１
時
間
未
満
は
切

り
捨

て
て
記
入
し
ま
す
。

算
定

基
礎

日
に
在

籍
し
て
い

る
月

の
み
に
労
働
時
間
を
記
入

し
ま
す
。

こ
の
場

合
、
令
和

４
年

１
月
３
１
日

ま
で
は

こ
の

事
業

所
に
い
る
の

で
、
１

月
ま
で
時

間
数
を
記
入
し
ま
す
。

令
和

４
年

２
月

１
日

付
で
埼

玉
営

業
所

へ
異

動
し

た
場
合
は
、
そ
の

前
日
を
記

入
し
ま
す
。

障
害
確

認
「
Ｐ
」
の
場

合
、
精
神

障
害
者

保
健
福

祉
手
帳

番
号
及
び
有
効

期
限
を
記
入
し
ま
す
。

濁
点
・
半

濁
点
は
１
枠

使
い
ま
す
。

氏
名
が
入
り
き
ら
な
い
場
合

は
途
中

ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

知
的
障
害
者
の

場
合

＝
「
１
」

以
外
＝
「
２
」

と
記
入
し
ま
す
。

（
手
帳
の

の
表
記
で
は
あ
り
ま
せ

）

事
業

所
別
連
番
０
０
１
の

う
ち
報

告
書
Ⅱ

の
枚
数

を
記
入
し
ま
す
。

こ
の
例
で
は
、
２
枚
中
の
１
枚
目
を
表

し
て
い
ま
す
。

 

☐

作
成
方
法
等
（
マ
ク
ロ
な
し
等
）

2
0
2
1
.1
1
.1
2
（
0
4
:0
0
:1
9
）

三 校 松
本

令
和

＝
５
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【記
入

例
】　

障
害

者
用

等
報

告
書

Ⅱ
［短

時
間

労
働

者
用

（精
神

障
害

者
で
短

時
間

労
働

者
を

上
す
る
場

合
）

様
式

１
０
３
号

－
２

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
(
Ⅱ

)

現
現

現
現

現

前
前

前
前

前

1
5

2
4

1
5

3
10

31

有
効

期
限

5
5

10
31

前
4

21
4

1
か

ら
前

4
23

3
31

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

1
4

26
4

1

有
効

期
限

5
5

12
31

前
か

ら
前

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

有
効

期
限

前
か

ら
前

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

有
効

期
限

前
か

ら
前

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

有
効

期
限

前
か

ら
前

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

（
－

）

時
間

労
働

者
用

の
告

に
は

時
間

労
働

者
で

身
体

障
害

者
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
に

記
載

計

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和

３
年

1
0
月

令
和

３
年

1
1
月

令
和

３
年

1
2
月

令
和

４
年

1
月

令
和

４
年

2
月

令
和

４
年

3
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令

和
３

年
５

月
令

和
３

年
６

月
令

和
３

年
７

月
令

和
３

年
８

月
令

和
３

年
９

月

☐
☐

計

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和

３
年

1
0
月

令
和

３
年

1
1
月

令
和

３
年

1
2
月

令
和

４
年

1
月

令
和

４
年

2
月

令
和

４
年

3
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令

和
３

年
５

月
令

和
３

年
６

月
令

和
３

年
７

月
令

和
３

年
８

月
令

和
３

年
９

月

☐
☐

計

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和

３
年

1
0
月

令
和

３
年

1
1
月

令
和

３
年

1
2
月

令
和

４
年

1
月

令
和

４
年

2
月

令
和

４
年

3
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令

和
３

年
５

月
令

和
３

年
６

月
令

和
３

年
７

月
令

和
３

年
８

月
令

和
３

年
９

月

☐
☐

計

8
0

9
6
0

月
毎

の
実

労
働

時
間

8
0

9
6
0

令
和

３
年

1
0
月

令
和

３
年

1
1
月

令
和

３
年

1
2
月

令
和

４
年

1
月

令
和

４
年

2
月

令
和

４
年

3
月

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令

和
３

年
５

月
令

和
３

年
６

月
令

和
３

年
７

月
令

和
３

年
８

月
令

和
３

年
９

月

5
1

10
1

1
3

60
4

1
12
34
5

タ
ロ

ウ
☐

☐
コ

ヨ
ウ

令
和

４
年

3
月

計

8
0

5
6
0

月
毎

の
実

労
働

時
間

8
0

5
6
0

令
和

３
年

９
月

令
和

３
年

1
0
月

令
和

３
年

1
1
月

令
和

３
年

1
2
月

令
和

４
年

1
月

令
和

４
年

2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令

和
３

年
５

月
令

和
３

年
６

月
令

和
３

年
７

月
令

和
３

年
８

月

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

19
4

1
4

46
7

17
25
68
3

年
月

日
元 号

(
b
)

度

元 号
年

月
日

月
日

転
入

前
の

事
業

所
名

等

ノ
1

3

年
月

日
(
a
)

確 認

(
b
)

等 級

(
a
)

確 認

元 号
年

P

(
ﾇ
)
身

体
障

害
者

知
的

障
害

者
又

は
精

神
障

害
者

と
な

っ
た

年
月

日

(
ﾙ
)
年

度
内

等
級

等
　

変
更

年
月

日
(
ｦ
)
離

職
年

月
日

氏
　

　
　

　
　

名

転
出

先
の

事
業

所
名

等

☐
☐

ノ
ウ

フ

日
元 号

年
月

日
元 号

年
月

日
元 号

年
月

元 号
年

(
ﾜ
)
転

出
年

月
日

(
ﾊ
)
 
生

年
月

日
(
ﾆ
)
手

帳
番

号
（
ﾎ
）
身
　
体

　
 
　

障
害

者
（
ﾍ
）
知
　
的

　
 
　

障
害

者
（
ﾄ
）
精
　
神

 
　

 
 
障

害
者

(
ﾁ
)
雇

入
れ

年
月

日
4

③ 　 身  体  障  害  者    知  的  障  害  者  及  び  精  神  障  害  者

手 帳 の 確 認

カ

タ 所 定 労 働

時 間 変 動 の 有 無

(
ｲ
)

(
ﾛ
)

性 別
（

カ
タ

カ
ナ

で
記

載
）

キ
ン

(
a
)

確 認

(
b
)

度
月

日
有

効
期

限
元 号

(
ﾘ
)
転

入
年

月
日

3
(
ﾛ
)

名
称

　
幕

張
建

設
株

式
会

社
　
本

社
　

(
ﾆ
)

 
 
算

定
基

礎
日

1
日

② 事 業 所

(
ｲ
)

事
業

所
別

連
番

0
0

1

4
5

6

3

①
事

業
主

番
号

1
2

3

8
0

 

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

昭
和

＝
３

平
成

＝
４

令
和

＝
５

と
つ
前

の
離
職
日

と
の

入
れ

日
の
期
間
が
３
年

を
て

い
て

い
る
こ
と

ら
特
例

の
と
な
り
、
１

を
も
っ
て
１

と
し
て
カ
ウ
ン
ト

し
ま
す
。
こ
の
期
間
が
３
年
以

の
場
合
は
特
例

の
と
な
り
ま
せ

。

ご
不

明
な
場

合
は

、
各

都
道

府
県

申
告

申
請

窓
口

に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
事

業
所

に
つ
き
報

告
書

(Ⅱ
)が

２
枚

以
上

あ
る
場

合
も

て
同
一
の
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

姓
と
名
と
の

間
は

１
枠

あ
け
ま
す
。

男
＝

１
女

＝
２

精
神

障
害

者
の

確
認

記
号

に
つ
い
て
の

は
P3

7の
「障

害
者

の
確

認
記

号
に
つ
い
て
」を

ご
く
だ
さ
い
。

確
認
記
号
が
「

P」
「

Q
」
「R

」
の
場
合
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉

手
帳
番
号
及
び
有
効

期

限
を
記
入
し
ま
す
。
な
お
、
手
帳

の
有

効
期
限
が
「
平
成

32
年

月
」と

表
記
さ
れ
て
い

る
場

合
、
平
成
を
令
和

と
み

て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

確
認

記
号
が
「

Q
」
な
の
で
、
知

的
障

害
の

定
日

を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

（
チ
）

入
れ

年
月

日

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入

れ
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入
れ
日
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

せ
て
、
同
一
事
業
主
に

在
の

入
れ
以
前
に
も
別
の

用
で

用
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、

に
そ
の

の
入
れ
日

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
同
一
事
業
主
に
は
、

会
社
特
例
、

会
社

特
例

は
特
定
事
業
主
特
例
の
適
用
を

け
い
て
る
事
業
主
も
含
ま
れ

ま
す
。

 
ま
た
、
精

神
障

害
者

の
入

れ
日

の
記

入
に
つ
い
て
は

、
記

入
説

明

書
P

「
精

神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
の
カ
ウ
ン
ト

に
つ
い

て
」
の
３

.特
例

に
る

入
れ
日
の
記
入
に
つ
い
て
を
ご

に

し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
）
身

体
障
害

者
、
知

的
障
害

者
は

精
神
障

害
者

と
な
っ
た
年

月
日

当
該
年

に
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
者
は
、
障
害
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

精
神
障
害
者
と
し
て
申
告
申
請
す
る
者
は
、

に
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
が

付
さ
れ
た
日
を

に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

知
的
障
害
者
と
し
て
申
告
申
請
し
て
い
た
者
で
、

障
害
を

に
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

付
を

け
て
い
る
者
は

知
的
障
害
者
と

し
て

定
さ
れ
た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
）
離

職
年

月
日

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入
れ

に
る
離
職
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
上

に
在
の

入
れ
に

る
離
職
日
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

せ
て
、
同
一
事
業
主
に

在
の

入
れ
以
前
に
も

別
の

用
で

用
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、

に
そ
の

の

入
れ
に

る
離
職
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
同
一
事
業
主
に
は
、

会
社

特
例
、

会
社
特
例

は
特
定
事
業
主
特
例
の
適
用
を

け
い
て
る

事
業
主
も
含
ま
れ
ま
す
。

（
チ
）
、
（

）、
（

）に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
短
時
間
労
働

者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
該
当
が
あ
る
場
合
、
必

記
入
を
し
て
く
だ

さ
い
。

（
前
）の

記
入
欄
は
、
以
前
の

用
が
短
時
間
で
な

っ
た
場
合
も

記
入
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
以
前
の

用
で

用
さ
れ
て
い
た
期
間
に
お
い
て
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所

し
て
い
な

っ
た
場
合
、
（前

）
の
記
入

欄
に
は
記
入
し
ま
せ

。

【記
入

例
】

短
時

間
以

外
の

用
用

労
働

者
用

様
式
１
０
３
号

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
(
Ⅱ

)
［

時
間

労
働

者
以

の
用

雇
用

労
働

者
用

現
現

現

前
前

前

現
4

7
4

1
現

有
効

期
限

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

現
3
51

4
1

現
5

3
12

31

有
効

期
限

5
5

3
31

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

現
4

5
4

1
現

有
効

期
限

前
か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月
毎

の
所

定
労

働
時

間

有
効

期
限

か
ら

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

（
－

）

D
1

4
10

7
1

P
1

D
1 2

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

計計

1
87
2

1
87
2

計

1
56
0

1
56
0

計計

1
87
2

1
87
2

1
31

埼
玉

支
店

30

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

3
月

5
4

15
2

16
0

9

3

①
事

業
主

番
号

1
2

3
4

5
6

1
(
ﾛ
)

名
称

幕
張
建

設
株
式
会
社

本
社

(
ﾊ
)

算
定
基
礎
日

31
日

② 事 業 所

(
ｲ
)

事
業

所
別

連
番

0
0

1

(
ﾜ
)
転
出
年
月
日

2

③ 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者

手 帳 の 確 認

カ

タ 所 定 労 働

時 間 変 動 の 有 無

(
ｲ
)

(
ﾛ
)

性 別
（

カ
タ

カ
ナ

で
記

載
）

キ
ン

年
月

(
b
)

度

元 号
日

(
a
)

確 認

1
40
0

1
40
0

日

氏
名

(
ﾊ
)

生
年
月
日

(
ﾆ
)
手
帳
番
号

（
ﾎ
）
身

体
障
害
者

（
ﾍ
）
知

的
障
害
者

（
ﾄ
）
精

神
障
害
者

(
ﾇ
)
年
度
内
に
身
体

障
害
者
又
は
精
神

障
害
者
と
な
っ
た

年
月
日

(
ﾙ
)
年
度
内
等
級
等

変
更
年
月
日

(
ｦ
)
離
職
年
月
日

(
ﾁ
)
雇
入
れ
年
月
日

(
ﾘ
)
転
入
年
月
日

元 号
年

月
日

元 号
年

月
日

月
日

転
出
先
の

事
業
所
名
等

A
1

元 号
年

元 号
年

日

3

年
月

(
a
)

確 認

(
b
)

度
月

(
b
)

等 級

元 号 5
3

47
7

17
25
68
3

タ
ロ

ウ

年
日

元 号
転
入
前
の

事
業
所
名
等

月
日

有
効

期
限

元 号
年

月
(
a
)

確 認

月
毎

の
実

労
働

時
間

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月 15
2

ウ
フ

1
3

☐
ノ

1
3

55
3

5
56
98

タ
ロ

ウ
☐

☐
コ

ヨ
ウ

15
2

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年

1
月

16
0

15
2

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

16
0

15
2

16
0

15
2

16
0

令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
４
年

3
月

15
2

月
毎

の
実

労
働

時
間

15
2

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年
1
月

令
和
４
年
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

16
0

15
2

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

1
3

27
10

10
12
68

12
34

ウ
コ

ウ
タ

チ
ロ

ウ

15
2

月
毎

の
実

労
働

時
間

15
2

申
告

・
申

請
年

月

☐
☐

カ
イ

カ
゛

ン
イ

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

3

16
0

15
2

ロ

16
0

15
2

15
2

16
0

15
2

16
0

12
18

令
和

３
年

４
月

令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

5
3

16

☐
☐

1
4

☐
☐

コ
ウ

シ
ョ

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

月
毎

の
実

労
働

時
間

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５
月

令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

2
1

令
和
４
年

3
月

令
和
４
年
1
月

令
和
４
年

2
月

6

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

昭
和
＝
３

平
成
＝
４

障
害
確

認
「
Ｄ
」
の
場
合
、
療
育
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身

体
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者

の
場
合

、
「
有
効

期
限
」
は
不

要
。
）

算
定

基
礎

日
に
離

職
し
た
場

合
は

、
そ

の
月
の
カ
ウ
ン
ト
に
含
み
ま
す
。

ご
不
明

な
場

合
は
、
各
都
道
府
県
申
告
申
請
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
事

業
所

に
つ
き
報

告
書

(Ⅱ
)が

２
枚

以
上

あ
る
場
合

も
す
べ

て
同

一
の
番

号
を
記
入
し
ま
す
。

３
級

ら
１
級
へ
の

等
級
の

。
付
の
手
帳

付
年
月
日
が

月
３
０
日
の
場
合
は
、

月
以

は
身
体
障
害
者
に
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。

除
外

率
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
事

業
所
は

ま
と
め
て
記
入
で
き
ま
す
。

（
例
）

○
○
株
式
会
社

本
社

他
３
事

業
所

算
定
基
礎
日
が
各
月
の
末

日
の
場

合
は
３
１
日
と
記
入
し
ま
す
。

障
害
者
手
帳
等

（
写
）
を
添
付
し
て
い
る
障
害
者

は
、
当
該

欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
ま
す
。

（
添
付
書
類

の
提
出
が
必
要
な
事

業
主
に
限
り
ま
す
。
）

※
平
成
2
6
年

度
以
降
提
出
し
た
手
帳
等
に
つ
い
て
は
、
変

更
が
な
い
場

合
は
改
め
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

姓
と
名

と
の
間
は
１
枠
あ
け
ま
す
。

男
＝
１

女
＝
２

障
害
確
認
「
Ａ
」
の
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者
の
場
合
、
「
有
効
期
限
」
は
不
要
。
）

所
定

労
働
時

間
及
び
実

労
働
時
間

に
つ
い
て
は
、
１
時
間
未
満
は
切

り
捨

て
て
記
入
し
ま
す
。

算
定

基
礎

日
に
在

籍
し
て
い

る
月

の
み
に
労
働
時
間
を
記
入

し
ま
す
。

こ
の
場

合
、
令
和

４
年

１
月
３
１
日

ま
で
は

こ
の

事
業

所
に
い
る
の

で
、
１

月
ま
で
時

間
数
を
記
入
し
ま
す
。

令
和

４
年

２
月

１
日

付
で
埼

玉
営

業
所

へ
異

動
し

た
場
合
は
、
そ
の

前
日
を
記

入
し
ま
す
。

障
害
確

認
「
Ｐ
」
の
場

合
、
精
神

障
害
者

保
健
福

祉
手
帳

番
号
及
び
有
効

期
限
を
記
入
し
ま
す
。

濁
点
・
半

濁
点
は
１
枠

使
い
ま
す
。

氏
名
が
入
り
き
ら
な
い
場
合

は
途
中

ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

知
的
障
害
者
の

場
合

＝
「
１
」

以
外
＝
「
２
」

と
記
入
し
ま
す
。

（
手
帳
の

の
表
記
で
は
あ
り
ま
せ

）

事
業

所
別
連
番
０
０
１
の

う
ち
報

告
書
Ⅱ

の
枚
数

を
記
入
し
ま
す
。

こ
の
例
で
は
、
２
枚
中
の
１
枚
目
を
表

し
て
い
ま
す
。

☐

作
成
方
法
等
（
マ
ク
ロ
な
し
等
）

2
0
2
1
.1
1
.2
2
（
1
7
:2
8
:1
6
）

五 校 松
本

-7-



【記
入

例
】

1
0
2
号

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
 

1

(
ｲ
)
　

1

(
ﾆ
)

(
a
)

度
身

体
障

害
者

度
知

的
障

害
者

の
5

(
b
)

度
の

身
体

障
害

者
度

の
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
の

6

(
c
)

度
身

体
障

害
者

度
知

的
障

害
者

及
び

雇
入

又
は

手
帳

か
ら
3
年

内
の

精
神

障
害

者
の

7

(
d
)

度
の

身
体

障
害

者
度

の
知

的
障

害
者

及
び

(
c
)
に

な
精

神
障

害
者

の

8

(
f
)

令
和

３
年

2
2

2
（

）
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

用
障

害
者

の
数

248
5

(
(
a
)
×

(
b
)

(
c
)

(
d
)
×

0
.
5
)

3
1
0

2
2

2
2

2
2

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

9
1
0

1
5

1
0

2
0

2
0

2

1
1

120
(
(
ﾊ
）
－
(
ﾊ
)
×
②
の
(
ﾍ
)
)

1
1

1
1

1
60

6

97
0

97
0

97
0

86
5

86
5

98
0

11
3
5

11
3
5

10
8
5

(
)
　

時
間

労
働

者
2

4
5

7
5

5
6

6

84
84

95
94

94
94

6

11
0

11
0

1,
13
4

1
0

月
1
1

月
1
2

月

令
和

４
年

2

③  労 働 者 の 月 別 雇

 
 
　
　
　
 
　
　

5

( ﾄ ) 時 間 労 働 者

時
間

労
働

者
の

雇
労

働
者

定
雇

障
害
者

の
算
定
の
基
礎
と
な

労
働
者
の

4

1

94

( ﾎ ) 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者 の

( ﾍ ) 時 間 労 働

者 の 労 働

者

４
月

1

85
85

(
ﾊ
)

 
 
雇

 
 
労

 
働

 
者

 
の

 
 

(
(
ｲ
)

(
ﾛ
)
×

0
.
5
)

3

96
0

87
5

87
5

31

３
月

月
月

９
月

 
(
ﾄ
)

　
算
定
基
礎
日

11
68

5

7
7

69

５
月

６
月

７
月

８
月

　
　

計

10
5

日
1
0
0

千
葉

県
千
葉
市
美
浜
区
若
葉
３
－
１
－
３

（
ﾍ
)

　
 

 

（
）
 事

業
所
の

　
　

の
い

れ
に
該
当
す
る
場
合
は
、

欄
に

の
番
号
を
記

し
て
く
だ
さ
い
。

  
  
  
１
　
特
例

会
社
等
の
認
定
を

け
た
事
業
所

  
  
  
２
　

労
Ａ

事
業
所

  
  
  
３
　
上
記
１
及
び
２
の

に
該
当

の
業

事
業
の

0
0

1

2

①
事
 
 
 
 
 
業
 
 
 
 
 
主
 
 
 
 
 
番
 
 
 
 
 
号

1
2

3
4

5
6

② 　 事 　 業 　 所

(
ｲ
)

事
 
 
 
業
 
 
 
所
 
 
 
別
 
 
 
連
 
 
 
番

(
ﾆ
)

(
ﾊ
)

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
称

幕
張

建
設

株
式

会
社

　
本

社
　

(
ﾎ
)

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

×
５

×
５

(ｲ
)

P
41

「
精

神
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者
の

カ
ウ
ン
ト

に
つ
い
て
」
に
記

の
１

を
も
っ
て

１
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
障

害
者

に
つ
い
て
は
（

）
欄
に

数
を
記
入
。

１
３
は

特
別

の
手

に
り
認

定
を

け
た
場

合
に
該

当
す
る
も

の
で
す
。
い

れ
に
も
該

当
し
な
い
場

合
は

欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ

さ
い
。

(
)の

１
３
ま
で
に
該
当

す
る
事

業
所

は
、

に
報

告
書

（
）
を

成
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ

以
外

の
場

合
は

、
除

外
率

適
用

事
業

所
を
除

き
、

数
の

事
業

所
を
ま
と
め
て
記

入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

短
時

間
労

働
者

の
実

数
を

記
入
。

(ｲ
)

(ｲ
)

算
例

４
（４

×
０

５
）＝

０
数

点
一

ま
で
記
入

を
き
ま
す
。

【記
入

例
】　

　
特

定
短

時
間

労
働

者
用

［
 特

定
短

時
間

労
働

者
用

　
］
 

障
害

者
雇

用
状
況
等
報

告
書

(
Ⅱ

)
 

様
式

１
０
３
号

－
３

4
7

4
1

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

3
51

4
1

現
5

3
12

31

有
効

期
限

5
5

3
31

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

4
5

4
1

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

有
効

期
限

か
ら

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

（
－

）
2

1

令
和
４
年

3
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

6

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

☐
☐

1
4

☐
☐

コ
ウ

シ
ョ

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

52
60

52
60

12
18

令
和

３
年

４
月

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

☐
☐

カ
イ

カ
゛

ン
イ

1
3

27
10

10
12
68

12
34

ウ
コ

ウ
タ

チ
ロ

ウ

52

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

申
告

・
申

請
年

月

3

60
52

ロ

60

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
４
年

3
月

52

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

60
52

60
52

52

60
52

0
0

0

52
60

52

☐
☐

ノ

1
3

55
3

5
56
98

タ
ロ

ウ
☐

☐
コ

ヨ
ウ

50

月
毎

の
実

労
働

時
間

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月 50

ウ
フ

1
3

月
日

0
0

0

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年
1
月

60
60

60
60

52

転
出
先
の

事
業
所
名
等

A

元 号
年

元 号
年

日
年

月
(
a
)

確 認
月

元 号 5
3

(
ﾙ
)
年
度
内
等
級
等

　
変
更
年
月
日

(
ｦ
)
離
職
年
月
日

(
ﾁ
)
雇
入
れ
年
月
日

(
ﾘ
)
転
入
年
月
日

元 号
年

月
日

元 号
年

月
日

年
日

元 号
転
入
前
の

事
業
所
名
等

月
日

有
効

期
限

元 号
年

氏
　

　
　

　
　

名
(
ﾊ
)
 
生
年
月
日

(
ﾆ
)
手
帳
番
号

（
ﾎ
）
身
　
体

　
 
　
障
害
者

（
ﾍ
）
知
　
的

　
 
　
障
害
者

（
ﾄ
）
精
　
神

 
　
 
 
障
害
者

(
ﾇ
)
年
度
内
に
身
体

障
害
者
又
は
精
神

障
害
者
と
な
っ
た

年
月
日

47
7

17
25
68
3

タ
ロ

ウ

月
(
a
)

確 認

(
ﾜ
)
転
出
年
月
日

2

③ 　 身  体  障  害  者    知  的  障  害  者  及  び  精  神  障  害  者

手 帳 の 確 認

カ

タ 所 定 労 働

時 間 変 動 の 有 無

(
ｲ
)

(
ﾛ
)

性 別
（

カ
タ

カ
ナ

で
記

載
）

キ
ン

年
月

元 号
日

(
a
)

確 認

50
0

50
0

日

1
(
ﾛ
)

名
称

幕
張

建
設
株
式
会
社
　
本
社

　
(
ﾊ
)

 
 
算
定
基
礎
日

31
日

② 事 業 所

(
ｲ
)

事
業

所
別

連
番

0
0

1

3

①
事

業
主

番
号

1
2

3
4

5
6

30

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

3
月

5
4

0
0

9

0
0

計

56
0

56
0

計計

33
4

33
4

計計

18
0

18
0

1
31

埼
玉

支
店

60
52

60
60

60

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

1
月

5
3

16

60

52
60

52
60

52
60

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

52
60

52
60

60
52

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

D
4

10
7

1

P

D52
60

52

昭
和
＝
３

平
成
＝
４

令
和
＝
５

障
害
確

認
「
Ｄ
」
の
場
合
、
療
育
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身

体
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者

の
場
合

、
「
有
効

期
限
」
は
不

要
。
）

算
定

基
礎

日
に
離

職
し
た
場

合
は

、
そ

の
月
の
カ
ウ
ン
ト
に
含
み
ま
す
。

一
事

業
所

に
つ
き
報

告
書

(Ⅱ
)が

２
枚

以
上

あ
る
場
合

も
す
べ

て
同

一
の
番

号
を
記
入
し
ま
す
。

除
外

率
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
事

業
所
は

ま
と
め
て
記
入
で
き
ま
す
。

（
例
）

○
○
株
式
会
社

本
社

他
３
事

業
所

算
定
基
礎
日
が
各
月
の
末

日
の
場

合
は
３
１
日
と
記
入
し
ま
す
。

障
害
者
手
帳
等

（
写
）
を
添
付
し
て
い
る
障
害
者

は
、
当
該

欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
ま
す
。

（
添
付
書
類

の
提
出
が
必
要
な
事

業
主
に
限
り
ま
す
。
）

※
平
成
2
6
年

度
以
降
提
出
し
た
手
帳
等
に
つ
い
て
は
、
変

更
が
な
い
場

合
は
改
め
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

姓
と
名

と
の
間
は
１
枠
あ
け
ま
す
。

男
＝
１

女
＝
２

障
害
確
認
「
Ａ
」
の
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者
の
場
合
、
「
有
効
期
限
」は

不
要
。
）

所
定

労
働
時

間
及
び
実

労
働
時
間

に
つ
い
て
は
、
１
時
間
未
満
は
切

り
捨

て
て
記
入
し
ま
す
。

算
定

基
礎

日
に

在
籍

し
て
い

る
月

の
み

に
労

働
時

間
を
記

入
し

ま
す
。

こ
の

場
合
、
令
和

４
年

１
月

３
１
日

ま
で
は
こ
の

事
業
所

に
い
る
の

で
、

１
月

ま
で
時

間
数

を
記

入
し
ま
す
。

令
和

４
年

２
月

１
日

付
で
埼

玉
営

業
所

へ
異

動
し

た
場
合
は
、
そ
の

前
日
を
記

入
し
ま
す
。

障
害
確

認
「
Ｐ
」
の
場

合
、
精
神

障
害
者

保
健
福

祉
手
帳

番
号
及
び
有
効

期
限
を
記
入
し
ま
す
。

濁
点
・
半

濁
点
は
１
枠

使
い
ま
す
。

氏
名
が
入
り
き
ら
な
い
場
合

は
途
中

ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業

所
別
連
番
０
０
１
の

う
ち
報

告
書
Ⅱ

の
枚
数

を
記
入
し
ま
す
。

こ
の
例
で
は
、
２
枚
中
の
１
枚
目
を
表

し
て
い
ま
す
。

等
級
の
記
入

は
不
要
で
す
。

 

特
定

短
時

間
労

働
者
の

場
合

、
障

害
者
で

な
く
な
っ
た
日
付
を
記

入
し
ま
す
。

作
成
方
法
等
（
マ
ク
ロ
な
し
等
）

2
0
2
1
.1
1
.1
8
（
1
5
:2
5
:1
4
）

四 校 松
本

ご
不

明
な

場
合

は
、

各
都

道
府

県
申

告
申

請
窓

口
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
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作成手順２ 報告書（Ⅰ）の記入の仕方 （【記入例】：P11参照） 
 
１ 報告書(Ⅱ)の事業所別連番ごとに、報告書(Ⅱ)の内容に対応して報告書(Ⅰ)を作成します。 

事業所別連番は、報告書(Ⅱ)の事業所別連番と同じ番号を記入します。 
事業所の区分は、特別の手続により認定を受けた場合に該当するものです。いずれにも該当しない場

合は空欄のままとしてください。 
 
２ 事業所別連番は、001 から始まり 002、003 と順番に記入します。報告書(Ⅰ)が 1 枚のみの場合は、
事業所別連番は 001だけとなります。 

 

①事業主番号については、作成手順１を参照してください。 

 

②-(ｲ) 事業所別連番 

一事業所単位に001、002と連番で記入します。報告書(Ⅱ)の内容に対応した事業所別連番と同一の番号

を記入します。 

報告書が１枚のみの場合、事業所別連番は「001」となります。この場合にも報告書Ⅰを作成します。 

 

②-(ﾛ) 事業所の区分 

特例子会社等の認定を受けた事業所若しくは就労継続支援Ａ型事業所又はその両方に該当する場合は、

該当する番号を記入します。該当しない場合は空欄のままとしてください。 

 

②-(ﾊ) 名称については、作成手順１を参照してください。 

 
②-(ﾆ) 事業の種類 

記入例のように斜線を引きます。 

 

②-(ﾎ) 所在地 

事業所の所在地を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 

 

②-(ﾍ) 除外率 
   記入例のように斜線を引きます。 
 
②-(ﾄ) 算定基礎日 ※報告書（Ⅱ）に記載したものと同一のものとなります。 

各月の労働者（障害者である者を含む。）数を把握する日をいいます。 
各月の算定基礎日に雇用（在職）していた労働者数が、各月の労働者数となります。 
算定基礎日は、各月の初日又は賃金締切日とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の

数を把握できる日としても差し支えありません。 
各月の初日を算定基礎日とした場合は、「１日」と記入します。各月の初日によらず各月の賃金締切

日又は常用雇用労働者の数を把握できる日を算定基礎日とした場合はその日を記入し、その日が末日の
場合は「31日」と記入します。 
この場合の例として、算定基礎日が 31 日の場合、離職日が 4 月 30 日の労働者は、離職日は在職して

いるため、4 月の労働者としてカウントし、離職日が 4月 29日の労働者は算定基礎日に在職していない
ためカウントしません。 
なお、算定基礎日を賃金締切日とした場合であっても、あくまでも賃金締切日に在職しているか否か

をカウントの判断基準とし、賃金受領者数をカウントするわけではないことにご注意ください。 
    また、算定基礎日はすべての事業所で同一となります。年度の中途で算定基礎日が変更となる場合は、
機構ホームページに掲載している「Ｅｘｃｅｌ様式（マクロ機能なし）又はＰＤＦ様式による申告申請
書の記入例」をご確認ください。 

 
③-(ｲ) 短時間労働者以外の常用雇用労働者数 

各月の算定基礎日における短時間以外の常用雇用労働者の数を記入します。 
 
③-(ﾛ) 短時間労働者数 

各月の算定基礎日における短時間労働者数を記入します。 
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③-(ﾊ) 常用雇用労働者数の総数 
各月の算定基礎日における短時間以外の常用労働者の数と、短時間労働者１人を０．５カウントした

数の合計数を記入します。 
 
③-(ﾆ) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数 

記入例のように斜線を引きます。 
 
③-(ﾎ) (ﾍ) (ａ) 短時間労働者以外の常用雇用労働者である重度身体障害者、重度知的障害者の数 

報告書(Ⅱ)［短時間以外の常用雇用労働者用］に記入した重度身体障害者及び重度知的障害者の算定
基礎日における合計数を各月に算定して記入します。 

（重度、重度以外の範囲の詳細は、P28・29を参照。以下、同じ） 
 
 
③-(ﾎ) (ﾍ) (ｂ) 短時間労働者以外の常用雇用労働者である重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害
者及び精神障害者の数 

報告書(Ⅱ)［短時間以外の常用雇用労働者用］に記入した重度以外の身体障害者、重度以外の知的障
害者及び精神障害者の算定基礎日における合計数を各月に算定して記入します。 

 
③-(ﾎ) (ﾄ) (ｃ) 短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者及び雇入又は手帳取得から３年以 
内の精神障害者の数 
報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]に記入した重度身体障害者、重度知的障害者及び雇入又は手帳取得から

３年以内の精神障害者の算定基礎日における合計数を各月に算定して記入します。 
   
③-(ﾎ) (ﾄ) (ｄ) 短時間労働者である重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者及び（ｃ）に該当し 
ない精神障害者の数 
報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]に記入した重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者及び（ｃ）に

該当しない精神障害者の算定基礎日における数を各月に算定して記入します。 
 
③-(ﾎ) (ｆ) 合 計 

各月の障害者数を計算します。  
  
③-(ﾁ) 週労働時間が 10 時間以上 20時間未満の雇用障害者の数 

報告書（Ⅱ）[特定短時間労働者用]に記入した身体障害者、知的障害者及び精神障害者の算定基礎日
における合計数を各月に算定して記入します。 
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【記
入

例
】

1
0
2
号

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
 

1

(
ｲ
)
　

1

(
ﾆ
)

(
a
)

度
身

体
障

害
者

度
知

的
障

害
者

の
5

(
b
)

度
の

身
体

障
害

者
度

の
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
の

6

(
c
)

度
身

体
障

害
者

度
知

的
障

害
者

及
び

雇
入

又
は

手
帳

か
ら
3
年

内
の

精
神

障
害

者
の

7

(
d
)

度
の

身
体

障
害

者
度

の
知

的
障

害
者

及
び

(
c
)
に

な
精

神
障

害
者

の

8

(
f
)

令
和

３
年

2
2

2
（

）
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

用
障

害
者

の
数

248
5

(
(
a
)
×

(
b
)

(
c
)

(
d
)
×

0
.
5
)

3
1
0

2
2

2
2

2
2

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

9
1
0

1
5

1
0

2
0

2
0

2

1
1

120
(
(
ﾊ
）
－
(
ﾊ
)
×
②
の
(
ﾍ
)
)

1
1

1
1

1
60

6

97
0

97
0

97
0

86
5

86
5

98
0

11
3
5

11
3
5

10
8
5

(
)
　

時
間

労
働

者
2

4
5

7
5

5
6

6

84
84

95
94

94
94

6

11
0

11
0

1,
13
4

1
0

月
1
1

月
1
2

月

令
和

４
年

2

③  労 働 者 の 月 別 雇

 
 
　
　
　
 
　
　

5

( ﾄ ) 時 間 労 働 者

時
間

労
働

者
の

雇
労

働
者

定
雇

障
害
者

の
算
定
の
基
礎
と
な

労
働
者
の

4

1

94

( ﾎ ) 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者 の

( ﾍ ) 時 間 労 働

者 の 労 働

者

４
月

1

85
85

(
ﾊ
)

 
 
雇

 
 
労

 
働

 
者

 
の

 
 

(
(
ｲ
)

(
ﾛ
)
×

0
.
5
)

3

96
0

87
5

87
5

31

３
月

月
月

９
月

 
(
ﾄ
)

　
算
定
基
礎
日

11
68

5

7
7

69

５
月

６
月

７
月

８
月

　
　

計

10
5

日
1
0
0

千
葉

県
千
葉
市
美
浜
区
若
葉
３
－
１
－
３

（
ﾍ
)

　
 

 

（
）
 事

業
所
の

　
　

の
い

れ
に
該
当
す
る
場
合
は
、

欄
に

の
番
号
を
記

し
て
く
だ
さ
い
。

  
  
  
１
　
特
例

会
社
等
の
認
定
を

け
た
事
業
所

  
  
  
２
　

労
Ａ

事
業
所

  
  
  
３
　
上
記
１
及
び
２
の

に
該
当

の
業

事
業
の

0
0

1

2

①
事
 
 
 
 
 
業
 
 
 
 
 
主
 
 
 
 
 
番
 
 
 
 
 
号

1
2

3
4

5
6

② 　 事 　 業 　 所

(
ｲ
)

事
 
 
 
業
 
 
 
所
 
 
 
別
 
 
 
連
 
 
 
番

(
ﾆ
)

(
ﾊ
)

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
称

幕
張

建
設

株
式

会
社

　
本

社
　

(
ﾎ
)

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

(ｲ
)

×
５

×
５

×
５

記
入

説
明

書
P
41
「
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

カ
ウ
ン
ト

に
つ
い
て
」

に
記

の
１

を
も
っ
て

１
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

す
る
障

害
者

に
つ
い
て
は
（

）欄
に

数
を

記
入
。

 

１
３
は

特
別

の
手

に
り
認

定
を

け
た
場

合
に
該

当
す
る
も

の
で
す
。
い

れ
に
も
該

当
し
な
い
場

合
は

欄
の

ま
ま
と
し
て
く
だ

さ
い
。

(
)の

１
３
ま
で
に
該
当

す
る
事

業
所

は
、

に
報

告
書

（
）
を

成
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ

以
外

の
場

合
は

、
除

外
率

適
用

事
業

所
を
除

き
、

数
の

事
業

所
を
ま
と
め
て
記

入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

短
時

間
労

働
者

の
実

数
を

記
入
。

算
例

４
（４

×
０

５
）＝

０
数

点
一

ま
で
記
入

を
き
ま
す
。

【記
入

例
】　

　
特

定
短

時
間

労
働

者
用

様
式

１
０
３
号

－
３

障
害

者
雇

用
状

況
等

報
告

書
(
Ⅱ

)
［

週
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

雇
用

障
害

者
用

4
7

4
1

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

3
51

4
1

現
5

3
12

31

有
効

期
限

5
5

3
31

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

4
5

4
1

現

有
効

期
限

か
ら

前
へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

有
効

期
限

か
ら

へ

（
ヨ

）
月

毎
の

所
定

労
働

時
間

（
－

）
2

1

令
和
４
年

3
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

6

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

月
毎

の
実

労
働

時
間

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

☐
☐

1
4

☐
☐

コ
ウ

シ
ョ

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

52
60

52
60

12
18

令
和

３
年

４
月

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

☐
☐

カ
イ

カ
゛

ン
イ

1
3

27
10

10
12
68

12
34

ウ
コ

ウ
タ

チ
ロ

ウ

52

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

申
告

・
申

請
年

月

3

60
52

ロ

60

令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
４
年

3
月

52

月
毎

の
実

労
働

時
間

52

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年
2
月

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月
令
和
３
年
５

月
令
和
３
年
６
月

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

60
52

60
52

52

60
52

0
0

0

52
60

52

☐
☐

ノ

1
3

55
3

5
56
98

タ
ロ

ウ
☐

☐
コ

ヨ
ウ

50

月
毎

の
実

労
働

時
間

申
告

・
申

請
年

月
令

和
３

年
４

月 50

ウ
フ

1
3

月
日

0
0

0

令
和
３
年
８
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

令
和
４
年
1
月

60
60

60
60

52

転
出
先
の

事
業
所
名
等

A

元 号
年

元 号
年

日
年

月
(
a
)

確 認
月

元 号 5
3

(
ﾙ
)
年
度
内
等
級
等

　
変
更
年
月
日

(
ｦ
)
離
職
年
月
日

(
ﾁ
)
雇
入
れ
年
月
日

(
ﾘ
)
転
入
年
月
日

元 号
年

月
日

元 号
年

月
日

年
日

元 号
転
入
前
の

事
業
所
名
等

月
日

有
効

期
限

元 号
年

氏
　

　
　

　
　

名
(
ﾊ
)
 
生
年
月
日

(
ﾆ
)
手
帳
番
号

（
ﾎ
）
身
　
体

　
 
　
障
害
者

（
ﾍ
）
知
　
的

　
 
　
障
害
者

（
ﾄ
）
精
　
神

 
　
 
 
障
害
者

(
ﾇ
)
年
度
内
に
身
体

障
害
者
又
は
精
神

障
害
者
と
な
っ
た

年
月
日

47
7

17
25
68
3

タ
ロ

ウ

月
(
a
)

確 認

(
ﾜ
)
転
出
年
月
日

2

③ 　 身  体  障  害  者    知  的  障  害  者  及  び  精  神  障  害  者

手 帳 の 確 認

カ

タ 所 定 労 働

時 間 変 動 の 有 無

(
ｲ
)

(
ﾛ
)

性 別
（

カ
タ

カ
ナ

で
記

載
）

キ
ン

年
月

元 号
日

(
a
)

確 認

50
0

50
0

日

1
(
ﾛ
)

名
称

幕
張

建
設
株
式
会
社
　
本
社

　
(
ﾊ
)

 
 
算
定
基
礎
日

31
日

② 事 業 所

(
ｲ
)

事
業

所
別

連
番

0
0

1

3

①
事

業
主

番
号

1
2

3
4

5
6

30

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

3
月

5
4

0
0

9

0
0

計

56
0

56
0

計計

33
4

33
4

計計

18
0

18
0

1
31

埼
玉

支
店

60
52

60
60

60

令
和
４
年

2
月

令
和
４
年

1
月

5
3

16

60

52
60

52
60

52
60

令
和
３
年
７
月

令
和
３
年
８
月

令
和
４
年

3
月

令
和
３
年
９
月

令
和
３
年

1
0
月

令
和
３
年

1
1
月

令
和
３
年

1
2
月

52
60

52
60

60
52

令
和
４
年

1
月

令
和
４
年

2
月

D
4

10
7

1

P

D52
60

52

昭
和
＝
３

平
成
＝
４

令
和
＝
５

障
害
確

認
「
Ｄ
」
の
場
合
、
療
育
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身

体
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者

の
場
合

、
「
有
効

期
限
」
は
不

要
。
）

算
定

基
礎

日
に
離

職
し
た
場

合
は

、
そ

の
月
の
カ
ウ
ン
ト
に
含
み
ま
す
。

ご
不
明

な
場

合
は
、
各
都
道
府
県
申
告
申
請
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
事

業
所

に
つ
き
報

告
書

(Ⅱ
)が

２
枚

以
上

あ
る
場
合

も
す
べ

て
同

一
の
番

号
を
記
入
し
ま
す
。

除
外

率
が
適
用
さ
れ

て
い
な
い
事

業
所
は

ま
と
め
て
記
入
で
き
ま
す
。

（
例
）

○
○
株
式
会
社

本
社

他
３
事

業
所

算
定
基
礎
日
が
各
月
の
末

日
の
場

合
は
３
１
日
と
記
入
し
ま
す
。

障
害
者
手
帳
等

（
写
）
を
添
付
し
て
い
る
障
害
者

は
、
当
該

欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入
し
ま
す
。

（
添
付
書
類

の
提
出
が
必
要
な
事

業
主
に
限
り
ま
す
。
）

※
平
成
2
6
年

度
以
降
提
出
し
た
手
帳
等
に
つ
い
て
は
、
変

更
が
な
い
場

合
は
改
め
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

姓
と
名

と
の
間
は
１
枠
あ
け
ま
す
。

男
＝
１

女
＝
２

障
害
確
認
「
Ａ
」
の
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
番
号
を
記
入
し
ま
す
。

（
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者
の
場
合
、
「
有
効
期
限
」は

不
要
。
）

所
定

労
働
時

間
及
び
実

労
働
時
間

に
つ
い
て
は
、
１
時
間
未
満
は
切

り
捨

て
て
記
入
し
ま
す
。

算
定

基
礎

日
に

在
籍

し
て
い

る
月

の
み

に
労

働
時

間
を
記

入
し

ま
す
。

こ
の

場
合
、
令
和

４
年

１
月

３
１
日

ま
で
は
こ
の

事
業
所

に
い
る
の

で
、

１
月

ま
で
時

間
数

を
記

入
し
ま
す
。

令
和

４
年

２
月

１
日

付
で
埼

玉
営

業
所

へ
異

動
し

た
場
合
は
、
そ
の

前
日
を
記

入
し
ま
す
。

障
害
確

認
「
Ｐ
」
の
場

合
、
精
神

障
害
者

保
健
福

祉
手
帳

番
号
及
び
有
効

期
限
を
記
入
し
ま
す
。

濁
点
・
半

濁
点
は
１
枠

使
い
ま
す
。

氏
名
が
入
り
き
ら
な
い
場
合

は
途
中

ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業

所
別
連
番
０
０
１
の

う
ち
報

告
書
Ⅱ

の
枚
数

を
記
入
し
ま
す
。

こ
の
例
で
は
、
２
枚
中
の
１
枚
目
を
表

し
て
い
ま
す
。

等
級
の
記
入

は
不
要
で
す
。

特
定

短
時

間
労

働
者
の

場
合

、
障

害
者
で

な
く
な
っ
た
日
付
を
記

入
し
ま
す
。

 

作
成
方
法
等
（
マ
ク
ロ
な
し
等
）

2
0
2
1
.1
1
.2
5
（
1
3
:3
7
:3
8
）

六 校 松
本
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作成手順３ 報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書の 
記入の仕方 （【記入例】：P15・16参照） 

 
＊特例報奨金を申請する場合は P21～25 も併せてご覧ください。 
＊障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主が、支給先を親事業主、特例
子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主で分割して申請する場合
は P26も併せてご覧ください。 

 
  報告書（Ⅰ）を全て作成してから、その積み上げた数を申請書の各欄に記入します。 

また、申請書の各合計欄（「法定雇用障害者の数」欄を除く。）は、各報告書（Ⅰ）の合計欄を積み
上げた数と一致することが必要です。 

 

○ 申請年月日 
申請年月日を記入します。 
 

① 事業主番号  
機構から付与された１０桁の事業主番号を記入します。 
番号が不明な場合は、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。 
 

② 県コード・職安コード 
県コードには、企業が所在する都道府県のコード番号（P27参照）を記入します。 
番号が不明な場合は各都道府県申告申請窓口にお尋ねください。 
 

③-(ｲ) 事業主の住所 
事業主の住所（法人のときは主たる事業所の所在地）を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 
 

③-(ﾛ) 事業主の名称 
名称は略称を使用しないで正確に記入します。ゴム印でも差し支えありません。フリガナは左づめで、

濁点、半濁点は１枠を使用し、株式会社等のフリガナは法人略称を用いて記入します（口座名義人フリ
ガナも同様です。）。 
 

主な法人略称 
          
   略語 
種類名 

略称 
最初の場合 中間の場合 最後の場合 

株 式 会 社 カ） （カ） （カ 
有 限 会 社 ユ） （ユ） （ユ 
合 名 会 社 メ） （メ） （メ 
合 資 会 社 シ） （シ） （シ 
合 同 会 社 ド） （ド） （ド 
相 互 会 社 ソ） （ソ） （ソ 
社 団 法 人 

シャ） （シャ） （シャ 一 般 社 団 法 人 
公 益 社 団 法 人 
財 団 法 人 

ザイ） （ザイ） （ザイ 一 般 財 団 法 人 
公 益 財 団 法 人 
学 校 法 人 ガク） （ガク） （ガク 
医 療 法 人 

イ） （イ） （イ 
医 療 法 人 社 団 
医 療 法 人 財 団 
社 会 医 療 法 人 
特 定 医 療 法 人 社 団 
宗 教 法 人 シュウ） （シュウ） （シュウ 
社 会 福 祉 法 人 フク） （フク） （フク 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 トクヒ） － － 
生 活 協 同 組 合 セイキョウ） （セイキョウ） （セイキョウ 
農 業 協 同 組 合 連 合 会 ノウキョウレン） （ノウキョウレン） （ノウキョウレン 
共済農業協同組合連合会 キョウサイレン） （キョウサイレン） （キョウサイレン 
漁 業 協 同 組 合 ギョキョウ） （ギョキョウ） （ギョキョウ 
漁 業 協 同 組 合 連 合 会 ギョレン） （ギョレン） （ギョレン 
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③-(ﾊ) 事業主の氏名 
代表者の役職名及び氏名を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 
直筆署名や代表者印は不要です。 
 

③-(ﾆ) 法人番号 
法人である事業主は法人番号を記入してください。個人事業主(法人番号を持たない個人事業主以外の

事業主を含む。)は法人番号を記入せず、所得税確定申告書(青色申告書又は白色申告書)又は開業届の写
しを提出してください。 

 

③-(ﾎ) 産業分類番号 
令和３年度にハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」のＡ欄の①「事業の種類」欄に記載

されている産業分類番号及び事業の内容を記入します。ハローワークに提出していない場合は、日本標
準産業分類の中分類番号を記入します。 

 

④ 報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金の申請額 
④(Ａ)の「(Ｌ)身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数」欄には、⑦の(Ｌ)欄の数を、 ④(Ａ)

の「(Ｊ)又は 72のいずれか多い数((Ｋ)の数)」欄には、⑦の(Ｊ)又は(Ｋ)欄のいずれか多い数を記入し
ます（P15・16 参照）。 
特例報奨金を申請しない場合、④の(Ｂ)欄は無記入とします（特例報奨金を申請する場合は、P21～25

をご覧ください。）。 
 

⑤  特例給付金の申請額 
⑤の(Ｍ)欄及び（Ｌ）欄には、⑧の（М）欄及び⑦の（Ｌ）欄の数を記入します。 
特例給付金を申請しない場合、⑤の（Ｍ）欄、（Ｌ）欄及び（Ｎ）欄は無記入とします。 
 

⑥ 報奨金、特例報奨金及び特例給付金の支給先 
⑥の(ｲ)欄には 
●障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けていない事業主 

記入しません。 
●障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主 

支給先に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 

分割支給を申請する ＝ ９ 分割支給を申請しない ＝  空欄 

※障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主は、親事業主、特例子会社、関

係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主に、報奨金、特例報奨金及び特例給付

金を分割して支給を受けることができます（P26 参照）。 

⑥の(ﾆ)欄には、預金種目に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 
普 通＝１ 当 座＝２ その他＝９ 

⑥の(ﾍ)欄には、金融機関に届出の口座名義人を記入します。法人の場合は法人名のみ記入します（役
職名、代表者名の記入は必要ありません）。株式会社等のフリガナは法人略称を用いて記入します（P11
③-(ﾛ)参照）。カナ小文字は大文字に変換してください。使用できる記号は( )、－(ハイフン)、 ．(ピ
リオド)、 （スペース）です。 
なお、支給先に誤りがあると支給日当日に振り込まれない場合がありますので、ご注意ください。 
 

⑦ 報奨金の算定内訳 

⑦-(ｲ) 常用雇用労働者の総数 
報告書(Ⅰ)の③-(ﾊ)欄の常用雇用労働者の総数欄の数を全ての事業所について合計して各月に記入し

ます。 
 

⑦-(ﾛ) 報奨金の支給を受けるために必要な障害者等の数 
「(a) (ｲ)×4/100」 
⑦(ｲ)欄の各欄の常用雇用労働者の総数に 100 分の４を乗じて得た数を各月に記入します。 

(計算例) 
95.0（人） ×4/100 ＝3.8（人）→3 人（１人未満の端数は切り捨て） 
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「(b) （J)又は 72 のいずれか多い数」 
（K)欄には（J）欄の数が 72 人を超える場合は、（J）欄の数を記入します。（J）欄の数が 72 人以下の場

合は、72 を記入します。 

 

⑦-(ﾊ) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数 
報告書(Ⅰ)の③-(f)の合計数を全ての事業所について合計して各月に記入します。 
 

⑧ 週労働時間が 10時間以上 20時間未満の雇用障害者の数 

  報告書(Ⅰ)の③-(ﾁ)欄の週労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の雇用障害者の数欄の数を全ての事業
所について合計して各月に記入します。 

○ 記入担当者 
必ず記入担当者の所属部課名、連絡先電話番号及び氏名を記入してください。所属部課名がないときは、「事

務」と記入します。氏名のフリガナはカタカナで正しく記入してください。電話番号は記入担当者と確実に

連絡をとることのできる番号を、市外局番、局番、番号の順にそれぞれ左づめで記入します。 
なお、社会保険労務士が作成した場合も、この欄の記入は必要です。 

○ 社会保険労務士記載欄 
社会保険労務士が申請書を作成する場合は、この記載欄に作成年月日、事務代理者等の表示、氏名及び電話

番号を記入してください。 
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作成手順４ 特例給付金支給申請書の記入の仕方 （【記入例】：P20参照） 
 
＊障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主が、支給先を親事業主、特例
子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主で分割して申請する場合
は P26も併せてご覧ください。 

 
  報告書（Ⅰ）を全て作成してから、その積み上げた数を申請書の各欄に記入します。 

また、申請書の各合計欄（「法定雇用障害者の数」欄を除く。）は、各報告書（Ⅰ）の合計欄を積み
上げた数と一致することが必要です。 

 

○ 申請年月日 
申請年月日を記入します。 
 

① 事業主番号  
機構から付与された１０桁の事業主番号を記入します。 
番号が不明な場合は、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。 
 

② 県コード・職安コード 
県コードには、企業が所在する都道府県のコード番号（P27参照）を記入します。 
番号が不明な場合は各都道府県申告申請窓口にお尋ねください。 
 

③-(ｲ) 事業主の住所 
事業主の住所（法人のときは主たる事業所の所在地）を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 
 

③-(ﾛ) 事業主の名称 
名称は略称を使用しないで正確に記入します。ゴム印でも差し支えありません。フリガナは左づめで、

濁点、半濁点は１枠を使用し、株式会社等のフリガナは法人略称を用いて記入します（口座名義人フリ
ガナも同様です。）。 
 

主な法人略称 
          
   略語 
種類名 

略称 
最初の場合 中間の場合 最後の場合 

株 式 会 社 カ） （カ） （カ 
有 限 会 社 ユ） （ユ） （ユ 
合 名 会 社 メ） （メ） （メ 
合 資 会 社 シ） （シ） （シ 
合 同 会 社 ド） （ド） （ド 
相 互 会 社 ソ） （ソ） （ソ 
社 団 法 人 

シャ） （シャ） （シャ 一 般 社 団 法 人 
公 益 社 団 法 人 
財 団 法 人 

ザイ） （ザイ） （ザイ 一 般 財 団 法 人 
公 益 財 団 法 人 
学 校 法 人 ガク） （ガク） （ガク 
医 療 法 人 

イ） （イ） （イ 
医 療 法 人 社 団 
医 療 法 人 財 団 
社 会 医 療 法 人 
特 定 医 療 法 人 社 団 
宗 教 法 人 シュウ） （シュウ） （シュウ 
社 会 福 祉 法 人 フク） （フク） （フク 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 トクヒ） － － 
生 活 協 同 組 合 セイキョウ） （セイキョウ） （セイキョウ 
農 業 協 同 組 合 連 合 会 ノウキョウレン） （ノウキョウレン） （ノウキョウレン 
共済農業協同組合連合会 キョウサイレン） （キョウサイレン） （キョウサイレン 
漁 業 協 同 組 合 ギョキョウ） （ギョキョウ） （ギョキョウ 
漁 業 協 同 組 合 連 合 会 ギョレン） （ギョレン） （ギョレン 
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③-(ﾊ) 事業主の氏名 
代表者の役職名及び氏名を記入します。ゴム印でも差し支えありません。 
直筆署名や代表者印は不要です。 

 

③-(ﾆ)  法人番号 

  法人である事業主は法人番号を記入してください。個人事業主（法人番号を持たない個人事業主以 

外の事業主を含む。）は法人番号を記入せず、所得税確定申告書（青色申告書または白色申告書）又 

は開業届の写しを提出してください。 

 

③-(ﾎ) 産業分類番号 
令和３年度にハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」のＡ欄の①「事業の種類」欄に記載

されている産業分類番号及び事業の内容を記入します。ハローワークに提出していない場合は、日本標
準産業分類の中分類番号を記入します。 

 

④  特例給付金の申請額 
④の(Ｂ)欄及び（Ａ）欄には、⑥の（Ａ）欄及び⑦の（Ｂ）欄の数を記入します。 
 

⑤ 特例給付金の支給先 
⑤の(ｲ)欄には 
●障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けていない事業主 

記入しません。 
●障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主 

支給先に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 

分割支給を申請する ＝ ９ 分割支給を申請しない ＝  空欄 

※障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主は、親事業主、特例子会社、関

係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主に、特例給付金を分割して支給を受け

ることができます（P26 参照）。 

⑤の(ﾆ)欄には、預金種目に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 

普 通＝１ 当 座＝２ その他＝９ 

⑤の(ﾍ)欄には、金融機関に届出の口座名義人を記入します。法人の場合は法人名のみ記入します（役
職名、代表者名の記入は必要ありません）。株式会社等のフリガナは法人略称を用いて記入します（P17
③-(ﾛ)参照）。カナ小文字は大文字に変換してください。使用できる記号は( )、－(ハイフン)、 ．(ピ
リオド)、 （スペース）です。 
なお、支給先に誤りがあると支給日当日に振り込まれない場合がありますので、ご注意ください。 
 

⑥ 特例給付金の算定内訳 

⑥-(ｲ) 常用雇用労働者の総数 
報告書(Ⅰ)の③-(ﾊ)欄の常用雇用労働者の総数欄の数を全ての事業所について合計して各月に記入し

ます。 
 

⑥-(ﾛ) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数 
報告書(Ⅰ)の③-(f)の合計数を全ての事業所について合計して各月に記入します。 
 

⑦ 週労働時間が 10時間以上 20時間未満の雇用障害者の数 

  報告書(Ⅰ)の③-(ﾁ)欄の週労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の雇用障害者の数欄の数を全ての事業
所について合計して各月に記入します。 

○ 記入担当者 
必ず記入担当者の所属部課名、連絡先電話番号及び氏名を記入してください。所属部課名がないときは、「事

務」と記入します。氏名のフリガナはカタカナで正しく記入してください。電話番号は記入担当者と確実に

連絡をとることのできる番号を、市外局番、局番、番号の順にそれぞれ左づめで記入します。 
なお、社会保険労務士が作成した場合も、この欄の記入は必要です。 
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○ 社会保険労務士記載欄 
社会保険労務士が申請書を作成する場合は、この記載欄に作成年月日、事務代理者等の表示、氏名及び電話

番号を記入してください。 
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特例報奨金を申請する場合 

在宅就業障害者特例報奨金は、報奨金の申請事業主であって、次のいずれかの事業主に、支払った業務の
対価に応じた額を、申請に基づき支給します。 

① 在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主（在宅就業支援団体を除く。）
であって、在宅就業障害者に仕事を発注し、在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った事業主 

② 在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注し、在宅就業支援団体が在宅就業障害者と
の間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払った部分の金額に相当する金額がある
事業主 

また、以下の書類については、施行規則第 36 条の２において保存することとされていること及び調査の
際に確認させていただくこととしておりますので、必ず保存していただくようお願いいたします。 

上記①の事業主（在宅就業障害者に直接仕事を発注した場合） 

イ 貴社が在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書 

ロ 貴社が在宅就業障害者から受け取った領収書等（金額及び領収年月日が記載されたものに限る。） 

ハ 貴社が在宅就業契約を締結している（していた）在宅就業障害者が、障害者であることを確認する 

ことのできる書類（身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）又は精神障害者保健福祉手帳等の写し） 

   在宅就業障害者とは 

自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要となる施設及び設備を有する場所（注）、就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所、障害の種類及び程度に応じて必要
な職業準備訓練が行われる場所その他これに類する場所において、物品の製造、役務の提供その他こ
れに類する業務を自ら行う障害者（雇用されている方を除く。）をいいます。 

      （注）在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所、その他これに類する場所は
除きます。なお、在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に発注を行った場合については、
当該発注を行った事業主の事業所を含みます。 

   在宅就業支援団体とは 

在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけた法人をいいま
す。 

※ 在宅就業支援団体一覧は、当機構ホームページ内「チャレンジホームオフィス」
（https://www.challenge.jeed.go.jp/）又は厚生労働省ホームページを参照してください。 

   在宅就業契約とは 

   在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これに類する業務を行う旨の契約をいいます。 

申請に当たっては、「報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書」への所要事項の記
入（申告申請書作成支援シートによる場合は、関係項目の入力）とともに、次の書類を作成し、報奨金等の
申請に係る提出書類と併せて提出してください。 
 
＜上記①の事業主（在宅就業障害者に直接仕事を発注した場合）＞ 
手順１．１ 在宅就業契約報告書の作成 （【記入例】P24参照） 
 
この報告書は、事業主が令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月 31日）において在宅就業契約

に基づく対価を支払った在宅就業障害者である身体障害者、知的障害者及び精神障害者について記入しま
す。 

※ 当該身体障害者、知的障害者及び精神障害者は、雇用されている者を除きます。 
 「雇用されている者」とは、在宅就業契約に関係する事業主に雇用されている者のほか、雇用契約 
により雇用されているすべての者を含みます。 

① 事業主番号及び名称、③-(ｲ) 障害者の氏名、③-(ﾛ) 性別、③-(ﾊ) 生年月日、③-(ﾆ) 手帳番号 

P１・２参照 
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② 住所又は所在地 

P９参照 

③-(ﾎ) 障害の種類及び確認 
P28～P31参照 

③-(ﾇ) 事業主が在宅就業障害者に支払った額(円) 
令和３年度(令和３年４月１日から令和４年３月 31日)に在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基 

づき、支払った総額を円単位で記入します。 

③-(ﾙ) 支払年月日 
令和３年度(令和３年４月１日から令和４年３月 31日)に在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基 

づき、支払った契約金の最終支払日を記入します。 
なお、最終支払日が令和３年度(令和３年４月１日から令和４年３月 31日)内の日でなければ特例報

奨金の支給申請対象になりません。令和４年４月１日以降に支払った契約金は翌年度の申請対象にな
ります。 

③-(ｦ) 在宅就業障害者の業務内容 
在宅就業契約に基づく在宅就業障害者の業務内容について「ホームページ作成」等簡潔に記入します。 

③-(ﾜ) 在宅就業障害者の就業場所 
在宅就業障害者の就業場所について「自宅」等簡潔に記入し、住所の記入は必要ありません。 

 
 
＜上記②の事業主（在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合）＞ 

手順１．２ 発注証明書（在宅就業契約報告書）の作成 （【記入例】P24参照） 
 
この報告書は、在宅就業支援団体が令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月 31日）において在

宅就業契約に基づく対価を支払った在宅就業障害者である身体障害者、知的障害者及び精神障害者について
記入します。在宅就業支援団体は必要事項に記入の後、業務契約を締結した発注事業主に発注証明書として
提出します。 

※当該身体障害者、知的障害者及び精神障害者は、雇用されている者を除きます。 
「雇用されている者」とは、在宅就業契約に関係する事業主に雇用されている者のほか、雇用契約に
より雇用されているすべての者を含みます。 

 
【在宅就業支援団体 記入欄】 

②-(ｲ) 事業主の氏名又は名称 
業務契約の発注元事業主の氏名又は名称は略称を使用しないで正確に記入します。 

②-(ﾛ) 事業主の住所又は所在地 
業務契約の発注元事業主の所在地は略称を使用しないで正確に記入します。 

③-(ｲ) 在宅就業支援団体の名称 
業務契約の発注先である在宅就労支援団体の名称は略称を使用しないで正確に記入します。ゴム印で

も差し支えありません。 

③-(ﾛ) 在宅就業支援団体登録番号 
在宅就業支援団体登録番号には、厚生労働大臣による在宅就業支援団体登録・登録更新通知書の登録

番号を７桁で記入します。 

③-(ﾊ) 代表者の役職及び氏名 
業務契約の発注先である在宅就業支援団体の代表者の役職及び代表者の氏名を記入して下さい。ゴム

印でも差し支えありません。 

③-(ﾆ) 在宅就業支援団体の住所 
業務契約の発注先である在宅就業支援団体の住所は略称を使用しないで正確に記入します。ゴム印で

も差し支えありません。 

④-(ｲ) 障害者の氏名、④-(ﾛ) 性別、④-(ﾊ) 生年月日、④-(ﾆ) 手帳番号 

P１・２参照 

④-(ﾎ) 障害の種類及び確認 

P28～P31参照 
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④-(ﾇ) 在宅就業支援団体が在宅就業障害者に支払った額(円) 
令和３年度(令和３年４月１日から令和４年３月 31日)に業務契約ごとに在宅就業支援団体が在宅就

業契約に基づき、在宅就業障害者に対して支払った総額を円単位で記入します。 
なお、在宅就業契約ごとの④-(ﾇ)欄の合計額と⑤-(ｲ)欄の在宅就業対価相当額とは同額となります。 

④-(ﾙ) 支払年月日 
在宅就業障害者に対して在宅就業支援団体が在宅就業契約に基づき支払った総額のうち、最終支払日

を記入します。 

④-(ｦ) 在宅就業障害者の業務内容、④-(ﾜ) 在宅就業障害者の就業場所 

P22参照 

⑤-(ｲ) 在宅就業対価相当額(円) 
事業主と在宅就業支援団体との間で締結した業務契約の契約金額のうち、在宅就業障害者に対して支

払った金額の合計額を記入します。 
なお、業務契約ごとの⑤-(ｲ)欄の在宅就業対価相当額と④-(ﾇ)欄の合計額とは同額となり、当該額が

「年間の在宅就業障害者への支払い額」となります。 

⑤-(ﾛ) 業務契約内容 
事業主と在宅就業支援団体との間で締結した業務契約の主な業務内容について「ホームページ作成」

等簡潔に記入します。 

⑤-(ﾊ) 業務契約額(円) 
事業主と在宅就業支援団体との間で締結した業務契約の契約金額を円単位で記入します。 

⑤-(ﾆ) 支払年月日 
事業主と在宅就業支援団体との間で締結した業務契約の契約金額を払った最終支払日を記入します。 
なお、最終支払日が令和３年度（令和４年４月１日から令和４年３月３１日）内でなければ特例報奨 

金の支給申請対象になりません。令和４年４月１日以降に支払った契約金は翌年度の申請対象となりま 
す。 

 
【事業主 記入欄】 
事業主が事業主番号を記入します。 

 
手順２ 特例報奨金支給申請書の作成（【記入例】P25参照） 
在宅就業契約書又は発注証明書を作成してから、年間の在宅就業障害者に支払った額の総額を申請書の④

(E)の欄に記入します。 
支給限度額について、④の(D)欄の(L)欄に⑦の(ﾎ)の(L)欄の身体障害者数、知的障害者及び精神障害者の

合計数を記入し、④の(I)欄の額を算出します。 
(B)欄には、(H)欄の額（ただし、(I)欄の額が上限）を記入します。 
その他の記入方法については、P12～14「報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書

の記入の仕方」を参照してください。 
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【記入例】在 業障害者に 事を した場合
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の 年月日を記入します。
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の（ ）欄の合 と同
となります。
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した業 の の当該年
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み記入してください。
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数 ある場合は、一枚目に合
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８
月

９
月

3
(
b
)
 
(
J
)
又

は
7
2
の

れ
か

　
　

3
3

3
3

95
0

95
0

94
5

3
3

3
(
a
)
 
(
ｲ
)
 
×

 
4
 

 
1
0
0

2
3

3

97
0

4

　 の 算 定 内

　
　

　
 
　

　
 
　

 
 
 
　

3

 
 
雇
 

 
労

 
働

 
者
 
の

 
 

(
障

害
者

雇
等

告
(

)
の

③
の

(
ﾊ
)
の

計
)

1
95

0
96

0

４
月

５
月

６
月

(
ﾛ
)

の
た

に
な

障
害

者
等

の

3
12

0
14

0
14

0
身

体
障

害
者

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

の
計

(
障

害
者

雇
等

告
(

)
の

③
の

（
）

の
月

の
計

)

月
月

３
月

4

1
0

月
1
1

月
1
2

月
　

　
計

0
1
2
3
4

特
例

付
の

申
請

5

(
ﾍ
)
 

名
（

）
ナ

(
M
)
（

）
又

は
(
L
)
（

1

５
　

3

業
障

害
者

及
び

の
先

　
幕
張

1
2
3
4

－
5
6
7

(
ﾆ
)
 

）
の

れ
か

×

2
(
A
)

(
L
)
身
体
障

害
者

知
的
障
害

者
及
び
精

神
障
害
者
の

計
(
J
)
又
は
７

の
れ
か

(
(
K
)
の

)

業
障

害
者

申
請

は
(
H
)
の

（
た

(
I
)
の

限
）

（
(
A
)

(
B
)
）

及
び

業
障
害
者

申
請

７
 
 

幕
張

株
式

会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
び

業
障

害
者

の
申

請

 
(
ﾎ
)
　

 
 
 
業

 
 

 
 

9

(
番
号
)

1

③ 申 請 事 業 主

番
号

所
（

の
と

は
主

た
事

業
所

の
所

）
３

－
－

３

)

　
(
ﾊ
)
　

氏
　

　
　

　
　

　
名

（
の

と
は

者
の

職
・

氏
名

）
ナ

（
幕
張
　

　
氏

　
　

名

(
2

)

社

0

年
月

日
・

番
号

番
号

4
報

障
害

者
報

書

②
 

・
職

7

(
主

た
事

業
の

内
)

ン
ン

（
ﾆ
）

　
　

　
番

　
号

(
ﾛ
)

名
称

者
の

職

15
6
5

72

D ) 業 障 害 者

申 請 の 算 出

①
事

業
主

番
号

0
1

2
3

4
5

6
0

0

(
J)

(
L）

申
請

年
月

日
記

入
は

必
要

あ
り
ま
せ

。

P
6
0

表
者

の
記

名
の

み
必

要
で
す
。

名
表

者
は

不
要

で
す
。

で
あ
る
事

業
主

は
番
号

を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業

主
（

番
号

を
た
な
い

事
業

主
以

外
の

事
業

主
を
含

。
）
は

番
号

は
記

入
せ

、
所

確
定

申
告

書
（

申
告

書
は

申
告

書
）

は
業

の
写

し
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

目
に

、
「
１
」
、
当

「
２
」
、
そ
の
他

「
」
と
記
入

。
未

満
は

に
「
０
」
を
記

入
。

の
記

入
り
に

り
定

日
に

り
ま
れ

な
い
事

例
が

数
し
て
い

ま
す
。
入

に
あ
た
っ
て
は

必
口

報
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

め
、

は
必

記
入

当
者

の
は

必
要

あ
り
ま
せ

。

(
K)
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支給先を分割して申請する場合 

障害者雇用率算定の特例について厚生労働大臣の認定を受けている事業主は、親事業主、特例子会社、
関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主に報奨金、特例報奨金及び特例給
付金を分割して支給を受けることができます。 
 

申請書の作成 

申請書の作成方法は通常の申請と同様なので、P12～14又は P17～19を参照し作成します。 
支給先口座の欄は以下のとおり記入します。 

⑥-(ｲ)欄（特例給付金支給申請書においては⑤-(ｲ)欄）については、９と記入します。 
⑥-(ﾛ)～(ﾍ)欄（特例給付金支給申請書においては⑤-(ﾛ)～(ﾍ)欄）は空白としてください。 

 

「分割支給先一覧表」の作成 

個々の支給先及び支給金額の内訳を記入します。 

・支給先を１事業主につき１０社まで分割することができます。 

① 事業主番号        P12又は P17参照 

② 申請事業主名称    P12又は P17参照 

①事業主番号と②申請事業主名称は申請事業主を記入してください。   

(ﾊ)預金種目 
預金種目に応じ次表の区分に該当する数字を記入します。 

普 通＝１ 当 座＝２ その他＝９ 

(ﾎ)口座名義人 
金融機関に届出の口座名義人を記入します。法人の場合は法人名のみ記入(役職名、代表者名の記入

は必要ありません。）し、株式会社等のフリガナは法人略称（P12 又は P17）を用いて記入します。カ
ナ小文字は大文字に変換してください。使用できる記号は（ ）、 －（ハイフン）、 ．（ピリオド）、 
（スペース）です。 

(ﾍ)分割支給額 
分割支給先の個々の分割支給額を記入します。 
個々の分割支給額の千円未満の端数は、５００円としてください。 

作成が終わりましたら、申請書と併せて提出してください。 
なお、支給先に記入誤りがあると支給日当日に振り込まれない場合がありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

支給先を１事業主につき１０社

まで分割することができます。 

申請額の合計と一致します。 

各分割支給額の千円未満の端

数は５００円としてください。 

分割支給先一覧表 

-26-
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6
6

出
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6
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6

出

6
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6

6
場

6

手

　　都道府県 ・職  

申告申請書の「県コード」 「 コード」の記入に当たっては、以下の の 当するコードを記入してください。 
（ 1 月 ） 

告 書等の

等は、 に に り提出していた 、 は し は

提出した が する に に

に り提出して い。た し、 ため、 に る提出は い。

な 、 は、 た に しては ません。 つ い。

また、 、 に、 、 は

場合 あ て 、 て なります 成する必要はありません。 。

（１） 申告申請
に、 して い。 提出 は 2 す。た し、

は がある場合には、 は ません。

また、 提出にあた ては、 ません。 提出

は、 に 要 いた 、 に て、

に は 提出した が する

に に し は に り提出して い。な 、 ため、 に

る提出は い。
※ は、 6 に しています。また、 ます。

は、 して い。

※ については に り んして 提出 い。

（２）各都道府県申告申請窓口に 付 は
に、 、 提出して い

する については 。 。な 、

ため、 に る提出は い。

※ 場合は ま 、 場合は ま す。

また、 等必 が る して い。

提出

等

等 以

等

な 、 は する場合 提出が必要 す。

等

※ 場合。

※ は 場合 、 に、 、

した場合。

※ は 場合 、 して

した場合。

※ 場合 、 場合。

STEP

、 は

する する
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 時間労働者 

雇用 が の 労働者 12  

  月 ４月 ５月 月 月 月 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月  

月 の所定労働時間             1,275 

月 の実労働時間             1,255 

年 合 2 した 2

2 が 以 な 時間労働者
 

 時間労働者 

雇用 が の 労働者 12    

月 ４月 ５月 月 月 月 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月  

月 の所定労働時間             1,275 

月 の実労働時間             948 

年 合 2 した

2 が な 用雇用労働者 労働者 告
の の 告 書等 上  

 

 

 時間労働者 

雇用 が の 労働者 12    

月 ４月 ５月 月 月 月 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月  

月 の所定労働時間             1,275 

月 の実労働時間             1,452 

年 合 2 した 2

2 2 が 2 以 な 時間以 の 用雇用労働者
 

 

 の 雇  
 

 時間以 の 用雇用労働者 
          週 労働時間 30 時間以 以 ×週  

15      

月 ４月 ５月 月 月 月 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月  

月 の所定労働時間             1,380 

月 の実労働時間             1,266 

※ り、 266 がある

て な 時間以 の 用雇用労働者

が は、 に しない
ある 、

年 年 に している場合は、 2

、 い。
に しない は、

には ません。 ※た し、 して なる場合が
あります 、 せて い。

 

2

年 合 が
6

以 ない場合は、 年 合 が 6 以 あ
て 、 、 はなりません

算定基礎日に在職する月の労

働時間である５/１ ３/１５の労

働時間の合 を記  

 

　　　 告 の 雇用障害者の 障害者の  

年度 なる は、 年 年 に て り、  
い に り ある が る に ます。 

に しない は、 、 なりません い。 
する については、 度 度 い  

つ して い 、 が、 度以 している ある場  
合は、 度以 して して い。 。  

た し、 ある について に する 場合は、  

し、 て して して い。 については い。 
な 、 ある については、 して、手帳に る しますが、 に り ある が 

、手帳以 が い場合は、手帳以 に り して い 、 手帳  
 

確認記号 等級、
短時間以外
の 用 用
労働者

短時間
労働者

特定短時間
労働者

短時間以外
の 用 用
労働者

短時間
労働者

A 身体障害を有することとなった日
　　＝ 手帳の 付年月日

B

C

A 身体障害を有することとなった日
　　＝　手帳の 付年月日

B

C

A　A1　A2
な 　 ５ D

G K

B　B1　B2
な 　 ５ D

E

F

G K

L

M

N 「１」と記入 入れ日　 2 1 1 1 0.5

精
神

障
害
者

P 精神障害を有することとなった日
　  ＝ 手帳の 付年月日 1 0.5 1 1 0.5

P
13

精神障害を有することとなった日
　  ＝ 手帳の 付年月日
は 入れ日　い れ い日

Q
14

知的障害者の 定を けた日
は
入れ日　い れ い日

R
15

精神障害を有することとなった日
　  ＝ 手帳の 付年月日
は 入れ日　い れ い日

　等級・

 等級は、身
体障害者障害

等級表に
る級別

カウント 日

用 用労働者
としてのカウント数

用障害者としての
カウント数

1 0.5

1 1

1

1

1

1

0.5

以外

1

0.5
身体障害を有することとなった日
　  ＝ 障害以外
         障害が した日
　  ＝ 障害
         障害が 定して障害の
            が明ら になった日
  （ 障害とは　 ２）

0.5

業 の 書に る　 １
労働 13 に 定する
業

知
的
障
害
者

「１」と記入 入れ日　 2

身
体
障
害
者

身
体
障
害
者

１ ２級
３

等級を数
のみで記入

　
「１」
「２」

身体障害を有することとなった日
　  ＝ 障害以外
         障害が した日
　  ＝ 障害
         障害が 定して障害の
            が明ら になった日
  ( 障害とは　 ２)

身体障害者手帳に る
（身体障害者福祉 に基 く）

療育手帳（ の手帳等）に
る　 ５

知的障害者 定 の 定書
に る　

2

知
的
障
害
者

療育手帳（ の手帳等）に
る　 ５

精神障害者保健福祉手帳

　　　　　　　 １２　 １

精
神
障
害
特
例

障
害
者

精神障害者保健福祉手帳に る

１２

精神障害者保健福祉手帳に る

１２

定 の 書に る　 １
身体障害者福祉 15 の 定に
り都道府県知事が 定する

業 の 書に る　 １
労働 13 に 定する
業

1３ 級
４

等級を数
のみで記入

　
「３」
「４」
「５」
「 」

職場適 の で
あった場合の 書に る

１０

（等級に る
なし） 「１」と記入

1

精神障害者保健福祉手帳に る

１２

「２」と記入 入れ日　 1 0.5

職業 定所 の確認書に
る　 １1

1

障害者職場適 成 ・
障害者特別 用 成 ・

特定 職者 用 成 の
であった場合の 定

知書等に る　

の 明書に る　

の 明書に る　

知的障害者 定 の 定書
に る　

障害者 用 等
報告書（Ⅱ）の記入　　　　　　　確認

　  については各都道府
　　県申告申請窓口にお問い合
　　わせください。

身体障害者手帳に る
（身体障害者福祉 に基 く）

定 の 書に る　 １
身体障害者福祉 15 の 定に
り都道府県知事が 定する

0.5

0.5

1

度 、 度 た つがある場合には、
、 度 度 して い。

（有効
期限 であること）及び の

書

（有効期限 であること）

（有効期限 であること）

（有効期限 であること）
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※

※

※ 度等 に する 以 して する 等に て、 に する する る ます。

※ 度等 に する が 以 する場合は して り います。

※ 等に て 手帳 度 が なる場合があります。 手帳に る場合、 は必 して い。

度

※

※

※

※

※ 場 に り る場合は、 して り います。

※

※ 2

P

※ 6

更

は 、 ん 、 、 、 、
に る 、

は 手帳 は に ります。

に する

に する

手帳 していない については、 は に て する し
て し ありません。な 、 については、 が に する に いて ている に る します。

に ている が必要な
、 年

、 度は に る に する 、 度等
は 年 、 年 以

等 成に た ては、 、 度 していた 、 成した
に した に て、 する に な

いします。 し は して い。

手帳 ある に り、 手帳 が に ない
る場合は ある して り います は、 い。 。

年 以 に、 する し は に していた し は した は
、 し は に していた 、 は

、 し は に していた は した する 。 については、 していた が る
に する した 。 に り る場合は、 して り います。

な 、 年 改 に り、 度に る して が 、
が た 、 年 以降 については、 は し は

に る いは ない な ています 、 い。

年度 に ある た場合 、 に り、 度 場合は 度
して り います。

また、 に 度 以 等 している 、 なる に
る 、 度 た については、 に り、 度 して り います。
た し、 に る 、 度 変更があり 度 た については、 た年

て 度 して り います。

成 等 等に り る場合は、 して り います。

平成 年 以 に、 ま い い て り、 年
は平成 年 以降 に り 度 る場合は、 度 して り います。

度 い して、 成 な た
度 い して、 度に 度 場 成 な た

度 して、 場 な た
に いて 度 して が ている

した 等に があり、 度
に する が る

は、 は 等 に して が提出 、 が
た場合に る す。 に する は、 い合 せ い。

度に る は、 手帳 は 年 ている す。
な 、 した 、 なる手帳 手帳 に し がある場合、 は

して する は ません 、 い。

また、更 場合は、 更 し 手帳
する ている する し 年 年 は年 な い

て、更 手 が するま に り、 して ある なして し ない しています。

年度は して し、 年度は して する 、 以
に 手帳 した 年度 した

なる

年度 変 して する 年度 して する

年度は して し、 年度は して する 、
に 手帳 した 年度 した

※ 、 、 について

度 2 度 度 2 2 度 度
度以 2 度 度 度 度

手帳、 手帳、 手帳、 り 手帳

について

た し、更 が 年 ている場合 あ て 、 手帳 手帳が た場合は、 更
ま る な して ます。

度 、 2等 まま する 、 して ます い

障害者 書 の

事業主は、 用する障害者について、 の２及び に基 き障害者であることを明ら にす
ることのできる書類（Ｐ の表「確認 」に したもの）を 付け、 職等 も３年間保 しなけれ なりませ 。
（ しくは、Ｐ の をご確認ください。）

身体障害者であることの確認書類

手帳 は 等 以 手帳等 に が
ている場合は、 手帳等 ある い。

に 度 ている場合には、
手帳等 に 、 手帳等 が る場合は

、 していた に、 62に する

提出 にあ ては、 手帳等 手帳等 が
る場合は に提出して い。また、

に り 等 が変更 な た場合には、
に たに た等 、 年度

等 等変更年 に 手帳等 して い。
手帳等が ている場合は、 が した

に した に 、 に
に る 、 ため し、

手帳等 、 して い。
な 、 提出 に、 に り 度 等 に変更があ た

場合は、 手 が必要 なる場合があります 、
に い合 せ い。

が した手帳等は に しません。

に手帳等が ている場合は、等 変更
にするため、 手帳等 に 、 手帳等

提出 い。

精神障害者保健福祉手帳

知的障害者であることの確認書類

る 確認

手帳 が ている場合は、
以降 して り

が ません。 に した
に し、手帳 更 いた 、更
ている場合は、更 手帳 提出 い。。

に手帳 更 ている場合 ※ は、
更 手帳 に 、更 手帳 更 が
る場合は更 、 していた に、
62に する 提出 にあ ては、
手帳 更 が る場合は更 、

に提出して い。
な 、 に手帳更 ている場合 ※ 、

等 には更 し
て い。
※ 更 年 が

ある場合が なります。

手帳 な 度以 して

いる が、改めて、 た
、 度 、 ている は

度 して り います。

場合、 、 していた に、 62に

する 提出 にあ ては、 度

提出して い 手帳は提出 要 す。 。
に、改めて、 度

た して
等 に する場合は、 は

す 、 等 度 は して

い。

付日 令和 年 月１日

有効期限 令和３年 月３０日

（ ） 令和５年 月３０日

（ ）

氏名 平成

所 －－－－－－－－－ ○ ○ 県

年月日 昭和４５年１２月 日

等級

精神保健及び精神障害者福祉に

写

○○県 ３３３１１１号

令和 年 月２０日 付

氏名

身体障害 道株式会社

等級 １級 １

○ ○ 県

写

障 害 名

○ に る 障害（ カ、除 動 ）

（１級） 認定期日 令和５年 月

３ １ ０号

平成○○年○月○日

氏名 定

昭和４１年５月 日

○ ○ 県

本

定記

障害の Ａ

別 男 女

所 －－－－－－－

写
都道府県に
り名 が異

なります（「
の手帳」等）

・Ａ、Ａ１、Ａ２は 知的障害者、 、
１、 ２は 以外の知的障害者

です。

・精神障害者保健福祉手帳であると確認できる
も保 してください。

<< 要>> 障害者手帳等の確認書類は ての の写しが必要です。写しに れがあり、障害の 類 ・等級が確認できない場合は 用障害
者に該当しませ のでご ください。

認 に さ 、 認 ている 、 さ

申告申請 に ている 、 さ ている

の

有効期限

認定期日

療育手帳
（例）

提出に当たっては、氏名、 年月日だけでなく、障害等級がわ
る の写しも添付・提出してください（障害の 等が不

明の場合は、「障害の 類・ を明ら にする書類」には該
当しませ 。）。ご ください。
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※

※

※ 度等 に する 以 して する 等に て、 に する する る ます。

※ 度等 に する が 以 する場合は して り います。

※ 等に て 手帳 度 が なる場合があります。 手帳に る場合、 は必 して い。

度

※

※

※

※

※ 場 に り る場合は、 して り います。

※

※ 2

P

※ 6

更

は 、 ん 、 、 、 、
に る 、

は 手帳 は に ります。

に する

に する

手帳 していない については、 は に て する し
て し ありません。な 、 については、 が に する に いて ている に る します。

に ている が必要な
、 年

、 度は に る に する 、 度等
は 年 、 年 以

等 成に た ては、 、 度 していた 、 成した
に した に て、 する に な

いします。 し は して い。

手帳 ある に り、 手帳 が に ない
る場合は ある して り います は、 い。 。

年 以 に、 する し は に していた し は した は
、 し は に していた 、 は

、 し は に していた は した する 。 については、 していた が る
に する した 。 に り る場合は、 して り います。

な 、 年 改 に り、 度に る して が 、
が た 、 年 以降 については、 は し は

に る いは ない な ています 、 い。

年度 に ある た場合 、 に り、 度 場合は 度
して り います。

また、 に 度 以 等 している 、 なる に
る 、 度 た については、 に り、 度 して り います。
た し、 に る 、 度 変更があり 度 た については、 た年

て 度 して り います。

成 等 等に り る場合は、 して り います。

平成 年 以 に、 ま い い て り、 年
は平成 年 以降 に り 度 る場合は、 度 して り います。

度 い して、 成 な た
度 い して、 度に 度 場 成 な た

度 して、 場 な た
に いて 度 して が ている

した 等に があり、 度
に する が る

は、 は 等 に して が提出 、 が
た場合に る す。 に する は、 い合 せ い。

度に る は、 手帳 は 年 ている す。
な 、 した 、 なる手帳 手帳 に し がある場合、 は

して する は ません 、 い。

また、更 場合は、 更 し 手帳
する ている する し 年 年 は年 な い

て、更 手 が するま に り、 して ある なして し ない しています。

年度は して し、 年度は して する 、 以
に 手帳 した 年度 した

なる

年度 変 して する 年度 して する

年度は して し、 年度は して する 、
に 手帳 した 年度 した

※ 、 、 について

度 2 度 度 2 2 度 度
度以 2 度 度 度 度

手帳、 手帳、 手帳、 り 手帳

について

た し、更 が 年 ている場合 あ て 、 手帳 手帳が た場合は、 更
ま る な して ます。

度 、 2等 まま する 、 して ます い

障害者 書 の

事業主は、 用する障害者について、 の２及び に基 き障害者であることを明ら にす
ることのできる書類（Ｐ の表「確認 」に したもの）を 付け、 職等 も３年間保 しなけれ なりませ 。
（ しくは、Ｐ の をご確認ください。）

身体障害者であることの確認書類

手帳 は 等 以 手帳等 に が
ている場合は、 手帳等 ある い。

に 度 ている場合には、
手帳等 に 、 手帳等 が る場合は

、 していた に、 62に する

提出 にあ ては、 手帳等 手帳等 が
る場合は に提出して い。また、

に り 等 が変更 な た場合には、
に たに た等 、 年度

等 等変更年 に 手帳等 して い。
手帳等が ている場合は、 が した

に した に 、 に
に る 、 ため し、

手帳等 、 して い。
な 、 提出 に、 に り 度 等 に変更があ た

場合は、 手 が必要 なる場合があります 、
に い合 せ い。

が した手帳等は に しません。

に手帳等が ている場合は、等 変更
にするため、 手帳等 に 、 手帳等

提出 い。

精神障害者保健福祉手帳

知的障害者であることの確認書類

る 確認

手帳 が ている場合は、
以降 して り

が ません。 に した
に し、手帳 更 いた 、更
ている場合は、更 手帳 提出 い。。

に手帳 更 ている場合 ※ は、
更 手帳 に 、更 手帳 更 が
る場合は更 、 していた に、
62に する 提出 にあ ては、
手帳 更 が る場合は更 、

に提出して い。
な 、 に手帳更 ている場合 ※ 、

等 には更 し
て い。
※ 更 年 が

ある場合が なります。

手帳 な 度以 して

いる が、改めて、 た
、 度 、 ている は

度 して り います。

場合、 、 していた に、 62に

する 提出 にあ ては、 度

提出して い 手帳は提出 要 す。 。
に、改めて、 度

た して
等 に する場合は、 は

す 、 等 度 は して

い。

付日 令和 年 月１日

有効期限 令和３年 月３０日

（ ） 令和５年 月３０日

（ ）

氏名 平成

所 －－－－－－－－－ ○ ○ 県

年月日 昭和４５年１２月 日

等級

精神保健及び精神障害者福祉に

写

○○県 ３３３１１１号

令和 年 月２０日 付

氏名

身体障害 道株式会社

等級 １級 １

○ ○ 県

写

障 害 名

○ に る 障害（ カ、除 動 ）

（１級） 認定期日 令和５年 月

３ １ ０号

平成○○年○月○日

氏名 定

昭和４１年５月 日

○ ○ 県

本

定記

障害の Ａ

別 男 女

所 －－－－－－－

写
都道府県に
り名 が異

なります（「
の手帳」等）

・Ａ、Ａ１、Ａ２は 知的障害者、 、
１、 ２は 以外の知的障害者

です。

・精神障害者保健福祉手帳であると確認できる
も保 してください。

<< 要>> 障害者手帳等の確認書類は ての の写しが必要です。写しに れがあり、障害の 類 ・等級が確認できない場合は 用障害
者に該当しませ のでご ください。

認 に さ 、 認 ている 、 さ

申告申請 に ている 、 さ ている

の

有効期限

認定期日

療育手帳
（例）

提出に当たっては、氏名、 年月日だけでなく、障害等級がわ
る の写しも添付・提出してください（障害の 等が不

明の場合は、「障害の 類・ を明ら にする書類」には該
当しませ 。）。ご ください。
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様式例 

 

定 の 書（ B  ）

障害者職場 成 等の 定 知書（L ）

（ 定 職者 用 成 ） 職業 定所 の確認書（ N ）

公共職業安定所長 印

精神障害者である短時間労働者のカウント方法について  

要について

平成 年 が ました。 は

ある あ て、

については、平成 年 、 て して います

場合 は、 が2 以 な 、

、 が 2 以 に する な た ます。 。

た し、 が した場合 あ て、 年以 に、 ※ に た場

合は、 はなりません。また、 がある ていた が、 に り

手帳 した場合は、 た 手帳

なします。

※ は、 、 、 は て

いる について に い。

成 に る 成 、

なし は に る 成

平成2 年 に い 、 年 に 手帳 した

場合

入れ
手帳

（精神障害）

9.4R4.82H R1.10

算日 特例

例１の場合、 障害者である 時間労働者であり、 障害者 手 の から 以

内とい 件に 当し、かつ 月 31 までに雇い入れられているので、 1 月

から 月まで１ をもって１ として ウントします。
特例 の に雇い入れられた方についても、 成3 4月1 以 も き き雇用されていれ 、
特例の対象となります。

Ｐ

期間

に 場 が な て ります。 した ま 以 な が ました。

年以 は 手帳

年以 つ、 年 ま に い 、 に 手帳

している
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